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一　

は
じ
め
に

　

国
際
刑
事
裁
判
所
（International Crim

inal Court; 

以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
の
設
立
条
約
で
あ
る
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規

程
」（
以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
）
が
二
〇
〇
二
年
七
月
一
日
に
発
効
し
て
か
ら
一
一
年
半
余
が
経
過
し
た
。
そ
の
間
に
加
盟
国
数
は
発
効
時
の

約
二
倍
（
一
二
二
ヵ
国
）
に
な
っ
た
（
二
〇
一
四
年
三
月
中
旬
現
在
）。
現
在
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
八
つ
の
「
事
態
」（situation

）
に
関
し
て
二
一
の

「
事
件
」（case

）
を
扱
っ
て
い（
1
）る。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
長
ら
く
一
件
の
判
決
を
も
下
せ
ず
に
い
た
が
、
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
に
よ
う

や
く
、
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
事
態
に
関
し
て
初
の
判（
2
）決（

有
罪
）
が
下
さ
れ
た
（
量
刑
決（
3
）定は

同
年
七
月
一
〇
日
）。
そ
の
後
、
同
事
態
に

関
し
て
、
同
年
一
二
月
一
八
日
に
第
二
の
判（
4
）決（

無
罪
）、
二
〇
一
四
年
三
月
七
日
に
第
三
の
判（
5
）決（

有
罪
）
が
下
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、
常
設
の
国
際
刑
事
法
廷
と
し
て
の
活
動
を
徐
々
に
活
発
化
し
つ
つ
あ
る
。
も
っ
と
も
、
世
界
各
地
で
現
に

行
わ
れ
て
い
る
規
程
対
象
犯
罪

―
い
わ
ゆ
る
「
中
核
犯
罪
」（core crim

es

）

―
の
す
べ
て
を
一
手
に
引
き
受
け
る
こ
と
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に

期
待
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
各
国
の
国
家
主
権
と
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
裁
判
権
と
の
調
和
を
図
る
必
要
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、

Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
人
的
資
源
や
予
算
に
は
当
然
限
界
が
あ
る
か
ら
で
あ（
6
）る。
そ
こ
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
、
基
本
原
理
と
し
て
、「
補
完
性
の
原
則
」

（principle of com
plem

entarity

）
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
一
次
的
な
裁
判
権
を
各
国
の
刑
事
司
法
の
手
に
委
ね
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ

規
程
前
文
一
〇
段
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
「
国
家
の
刑
事
裁
判
権
を
補
完
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
第

一
次
的
な
裁
判
権
を
有
す
る
の
は
各
国
の
国
内
裁
判
所
で
あ
る
と
さ
れ
、
当
該
国
家
が
事
件
の
「
捜
査
又
は
訴
追
を
真
に
行
う
意
思
又
は

能
力
が
な
い
場
合
」
に
の
み
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
訴
追
・
処
罰
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
規
程
一
七
条
）。
つ
ま
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
管
轄
権
を
行
使

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
原
則
と
し
て
、
各
国
が
犯
罪
の
訴
追
・
処
罰
を
行
わ
ず
、
ま
た
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
ら
れ

て
い
る
の
で
あ（
7
）る。
目
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
係
属
す
る
事
態
・
事
件
が
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
今
後
、
第
一
次
的
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な
裁
判
権
を
有
す
る
と
さ
れ
る
各
締
約
国
が
果
た
す
べ
き
役
割
も
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
各
締
約
国
の
動
向
に
目
を
向
け
る
と
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
実
体
法
上
の
諸
規
定
、
す
な
わ
ち
、
中
核
犯
罪
に
関
す
る
諸
規
定
お

よ
び
そ
れ
ら
に
適
用
さ
れ
る
刑
法
総
則
的
規
定
に
関
す
る
国
内
法
整
備
を
行
っ
た
国
々
（
い
わ
ゆ
る
マ
ク
シ
マ
リ
ス
ト
諸
国
）
と
そ
う
で
な

い
国
々
（
い
わ
ゆ
る
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
諸
国
）
と
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
両
者
の
違
い
を
端
的
に
述
べ
れ
ば
、
マ
ク
シ
マ
リ
ス
ト

諸
国
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
補
完
性
の
原
則
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
自
ら
に
付
与
さ
れ
た
第
一
次
的
な
裁
判
権
を
よ
り
適
確
に
行
使
す

べ
く

―
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
上
、
立
法
義
務
は
お
ろ
か
、（
既
存
の
刑
法
等
の
適
用
に
よ
る
）
訴
追
・
処
罰
義
務
さ
え
も
課
さ
れ
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず

―
実
体
法
上
の
諸
概
念
の
国
内
法
化
を
行
っ
た
の
に
対
し
、
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
諸
国
は
、
中
核
犯
罪
は
既
存
の
刑
法
等
に

よ
っ
て
処
罰
可
能
で
あ
る
な
ど
と
し
て
、
国
内
法
化
を
行
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

マ
ク
シ
マ
リ
ス
ト
諸
国
と
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
諸
国
と
を
比
較
検
討
す
る
と
き
、
重
要
な
指
標
の
一
つ
と
な
る
の
が
、
前
者
に
お
け
る
実
務

の
動
向
で
あ
る
。
マ
ク
シ
マ
リ
ス
ト
諸
国
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
お
け
る
実
体
法
上
の
諸
概
念
を
国
内
法
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の

よ
う
な
法
的
・
政
策
的
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
諸
国
の
一
つ
で
あ
る
日
本
に
と
っ
て
、
マ
ク
シ
マ
リ
ス
ト

諸
国
の
「
そ
の
後
」
を
追
う
こ
と
に
は
一
定
の
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
二
〇
〇
二
年
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
加
盟
す
る
際
に
「
国
際
刑
法
典
」（Völkerstrafgesetz

（
8
）

buch

）
を
制
定
し
て
実
体
法
に

関
す
る
国
内
法
整
備
を
行
っ
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
発
生
し
た
「
ド
イ
ツ
連
邦
軍
ク
ン
ド
ゥ
ー
ズ
空
爆
事
件
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
手
が
か
り

に
、
次
の
二
つ
の
論
点
に
関
す
る
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

　

第
一
に
、
国
内
法
化
さ
れ
た
中
核
犯
罪
と
一
般
刑
法
上
の
通
常
犯
罪
と
の
適
用
関
係
に
関
す
る
検
討
を
行
う
。
両
者
の
適
用
関
係
を
め

ぐ
る
議
論
は
、
中
核
犯
罪
を
国
内
法
化
し
た
マ
ク
シ
マ
リ
ス
ト
諸
国
固
有
の
問
題
で
は
あ
る
も
の
の
、
現
在
の
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
ミ

ニ
マ
リ
ス
ト
諸
国
に
お
い
て
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
実
体
法
的
側
面
の
国
内
法
化
を
行
う
こ
と
を
検
討
す
る
際
に
は
、
看
過
し
え
な
い
論
点

と
な
る
。
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第
二
に
、
同
事
件
は
、
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
諸
国
が
一
般
刑
法
に
基
づ
い
て
戦
争
犯
罪
（
規
程
八
条
）
該
当
行
為
の
訴
追
・
処
罰
を
行
う
際

に
も
問
題
と
な
る
、
重
要
な
論
点
を
提
起
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
法
上
の
合
法
性
に
基
づ
く
刑
法
上
の
違
法
性
阻
却

（Rechtfertigung; 

正
当
化
）
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
確
か
に
、
マ
ク
シ
マ
リ
ス
ト
諸
国
に
属
す
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
提
起
さ
れ

た
も
の
で
は
あ
る
が
、
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
諸
国
に
お
い
て
も
、
一
般
刑
法
に
よ
る
対
応
が
予
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
国

際
法
上
合
法
な
戦
闘
行
為
を
繰
り
広
げ
た
戦
闘
員
を
国
内
の
刑
事
司
法
の
手
に
よ
る
訴
追
・
処
罰
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
た
め
の
（
実
体

法
上
の
）
法
理
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
る
。
日
本
に
お
い
て
も
、
昨
今
、
憲
法
九
条
の
改
正
な
い
し
解
釈
変
更
に
よ
る
集
団
的
自

衛
権
の
行
使
容
認
に
基
づ
く
自
衛
隊
の
任
務
拡
大
や
自
衛
官
の
武
器
使
用
要
件
の
緩
和
と
い
っ
た
議
論
が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
問
題
が
今
後
刑
事
実
務
上
の
課
題
と
な
る
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
も
一
概
に
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
論
点
に
重
点
を
置
く
こ
と
と
す
る
。
そ
の
具
体
的
な
検
討
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
議
論
の
前
提
と

し
て
、
一
般
刑
法
の
適
用
に
関
す
る
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
二
条
、
お
よ
び
、
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
同
法
八
条
か
ら
一
二
条
に
関
す
る
検
討

を
行
う
（
第
二
章
）。
次
に
、「
ド
イ
ツ
連
邦
軍
ク
ン
ド
ゥ
ー
ズ
空
爆
事
件
」
を
題
材
に
、
同
事
件
を
め
ぐ
る
諸
論
点
の
う
ち
、
国
際
刑
法

典
上
の
戦
争
犯
罪
の
成
否
、
お
よ
び
、
刑
法
典
上
の
通
常
犯
罪
の
不
成
立
を
導
く
理
論
構
成
を
検
討
し
た
上
で
、
ド
イ
ツ
の
実
務
で
は
、

国
際
法
上
の
合
法
性
を
根
拠
と
し
て
、
刑
法
上
の
正
当
化
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
（
第
三
章
）。
そ
し
て
、
最
後
に
、
日
本
法
へ

の
示
唆
と
し
て
、
こ
の
問
題
は
、
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
方
式
を
採
用
し
て
い
る
日
本
に
お
い
て
も
論
点
と
な
り
う
る
こ
と
を
改
め
て
指
摘
し
、

今
後
行
わ
れ
る
べ
き
議
論
の
方
向
性
を
提
示
す
る
（
第
四
章
）。

二　

ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典

　

本
章
で
は
、「
ド
イ
ツ
連
邦
軍
ク
ン
ド
ゥ
ー
ズ
空
爆
事
件
」
に
関
す
る
検
討
を
行
う
に
先
立
っ
て
、
同
事
件
と
の
関
連
に
お
い
て
重
要
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な
諸
規
定
を
中
心
に
、
国
際
刑
法
典
に
関
す
る
概
説
を
行
う
。

㈠　

総　

説

　

ド
イ
ツ
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
一
一
日
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
を
批（
9
）准し

、
二
〇
〇
二
年
七
月
一
日
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
発
効
を
も
っ
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ

の
締
約
国
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
次
の
三
つ
の
国
内
法
整
備
が
行
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
国
際
法
廷
へ
の

自
国
民
の
引
渡
し
を
可
能
と
す
る
た
め
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
（
憲
法
）
一
六
条
二
項
二
文
の
新
）
10
（

設
、
②
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
実
施
）
11
（

法
の

制
定
に
よ
る
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
」（G

esetz über die Zusam
m
enarbeit m

it dem
 Internationalen 

Strafgerichtshof; 

Ｉ
Ｃ
Ｃ
協
力
法
）
の
新
）
12
（
設
、
お
よ
び
、
③
主
に
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
実
体
法
的
側
面
に
関
す
る
国
内
法
整
備
を
行
う
た
め
の
国

際
刑
法
典
導
入
）
13
（

法
の
制
定
で
あ
る
。

　

国
際
刑
法
典
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
③
国
際
刑
法
典
導
入
法
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
法
律
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
は
、
Ｉ

Ｃ
Ｃ
規
程
の
実
体
法
的
側
面
に
関
す
る
国
内
法
整
備
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
国
際
刑
法
典
と
い
う
新
た
な
特
別
法
を
制
定
し
た
の
で
あ
）
14
（

る
。

　

国
際
刑
法
典
は
、
各
条
文
が
刑
法
総
則
的
規
定
（
第
一
章
）
と
刑
法
各
則
的
規
定
（
第
二
章
）
と
に
大
別
さ
れ
て
い
る
。
前
者
・「
総
則

的
規
定
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
後
述
の
と
お
り
、
第
二
条
に
お
い
て
一
般
刑
法
の
適
用
の
余
地
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

な
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
第
三
部
「
刑
法
の
一
般
原
則
」（
刑
法
総
則
）
に
置
か
れ
て
い
る
規
定
の
す
べ
て
が
国
内
法
化
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
立
法
者
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
と
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
と
で
は
「
本
質
的
に
重
要
な
差
異
は
な
）
15
（
い
」
と
い
う
点
を
挙

げ
て
い
る
。
他
方
で
、
後
者
・「
国
際
法
に
対
す
る
罪
」、
す
な
わ
ち
各
則
的
規
定
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
と
人
道
に
対
す

る
犯
罪
と
が
併
せ
て
第
一
節
に
収
め
ら
れ
、
第
二
節
の
戦
争
犯
罪
と
は
犯
罪
の
性
質
が
異
な
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で

あ
る
。
加
え
て
、
第
三
節
に
は
、（
独
立
犯
罪
と
し
て
の
）
上
官
責
任
の
法
）
16
（

理
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
二
〇
一
〇
年
に
よ
う
や
く
Ｉ

Ｃ
Ｃ
規
程
上
の
定
義
が
採
択
さ
れ
た
も
の
の
、
い
ま
だ
発
効
に
は
至
っ
て
い
な
い
侵
略
犯
罪
に
関
し
て
は
、
草
案
の
作
成
に
向
け
た
議
論
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が
す
で
に
開
始
さ
れ
て
い
）
17
（
る
。

㈡　

一
般
法
の
適
用
（
二
条
）

　

国
際
刑
法
典
第
一
章
「
総
則
的
規
定
」
の
う
ち
、
特
別
法
た
る
国
際
刑
法
典
と
一
般
法
た
る
刑
法
典
な
ど
と
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
規

定
し
て
い
る
の
が
、
同
法
二
条
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
一
般
の
刑
法
」、
す
な
わ
ち
、
刑
法
典
な
ど
の
適
用
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い

る
と
さ
れ
る
。
同
条
は
次
の
と
お
り
定
め
る
。

第
二
条　

一
般
法
の
適
用

こ
の
法
律
に
定
め
る
犯
罪
に
は
、
こ
の
法
律
の
第
一
条
及
び
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
特
別
の
規
定
が
な
い
限
り
、
一
般
の
刑
法
が
適
用
さ
れ
る
。

〔
条
約
な
ど
、
外
務
省
に
よ
る
公
定
訳
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
本
稿
中
の
邦
訳
は
筆
者
に
よ
る
。〕

　

つ
ま
り
、
同
条
で
は
、
国
際
刑
法
典
上
の
犯
罪
に
関
し
て
は
、
重
罪
に
関
す
る
世
界
主
義
（
一
条
）、
上
官
命
令
の
抗
弁
（
三
条
）、（
関

与
形
式
と
し
て
の
）
上
官
責
任
の
法
理
（
四
条
）、
お
よ
び
、
重
罪
に
関
す
る
時
効
の
不
適
用
（
五
条
）
以
外
の
事
項
に
関
し
て
は
、「
一
般

の
刑
法
」、
す
な
わ
ち
、
刑
法
典
の
諸
規
定
、
諸
種
の
書
か
れ
ざ
る
法
規
（ungeschriebene Rechtssätze

）、
な
ら
び
に
、
少
年
裁
判
所
法

（Jugendgerichtsgesetz

）
お
よ
び
軍
刑
法
（W

ehrstrafgesetz

）
な
ど
が
適
用
さ
れ
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
）
18
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
条
は
、
第
一
義
的
に
は
、
刑
法
典
の
総
則
規
定
を
国
際
刑
法
典
に
も
適
用
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
こ
こ
で
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
立
法
者
に
よ
っ
て
、
国
際
刑
法
典
は
刑
法
典
の
各
則
規
定
の
適
用
を
排
除
し
な
い
と
い
う

見
）
19
（
解
が
示
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
国
際
刑
法
典
上
の
中
核
犯
罪
と
刑
法
典
上
の
通
常
犯
罪
の
双
方
が
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成
立
し
う
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
国
際
刑
法
典
二
条
に
基
づ
い
て
、
刑
法
典
総
則
第
三
編
第

三
章
の
罪
数
に
関
す
る
諸
規
定
（
五
二
条
以
下
）
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
決
が
図
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
学
説
に
よ
れ
ば
、
中

核
犯
罪
に
該
当
す
る
行
為
が
同
時
に
通
常
犯
罪
の
保
護
法
益
を
も
侵
害
す
る
場
）
20
（
合
、
お
よ
び
、
中
核
犯
罪
と
通
常
犯
罪
の
双
方
の
構
成
要

件
を
充
足
す
る
も
の
の
保
護
法
益
が
異
な
る
場
）
21
（
合
に
は
、
中
核
犯
罪
と
通
常
犯
罪
と
が
刑
法
典
五
二
条
（
一
項
前
段
）
所
定
の
「
一
罪
」

（Tateinheit; 
観
念
的
競
合
）
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
さ
れ
）
22
（

る
。
他
方
、
中
核
犯
罪
と
通
常
犯
罪
と
が
そ
の
背
景
に
あ
る
状
況
（Kontext

）
と

い
う
点
で
異
な
る
に
す
ぎ
な
い
場
）
23
（
合
に
は
法
条
競
合
と
な
り
、
特
別
法
た
る
国
際
刑
法
典
上
の
犯
罪
が
優
先
的
に
成
立
す
る
こ
と
に
な
）
24
（
る
。

も
っ
と
も
、
国
際
刑
法
典
と
刑
法
典
の
競
合
を
認
め
る
立
法
者
の
見
解
（
お
よ
び
こ
れ
を
支
持
す
る
通
説
）
に
対
し
て
は
、
異
論
も
存
在
す

る
（
三
㈢
３
に
て
後
述
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
際
刑
法
典
二
条
に
よ
れ
ば
、
中
核
犯
罪
に
該
当
す
る
行
為
に
関
し
て
は
、
刑
法
典
の
総
則
規
定
の
み
な
ら
ず
各
則
規

定
の
適
用
ま
で
も
が
可
能
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
後
述
す
る
「
ド
イ
ツ
連
邦
軍
ク
ン
ド
ゥ
ー
ズ
空
爆
事
件
」
と
の
関
連
で
は
、
と
り
わ

け
、
次
に
み
る
戦
争
犯
罪
（
国
際
刑
法
典
八
条
か
ら
一
二
条
）
と
刑
法
典
上
の
通
常
犯
罪
と
の
適
用
関
係
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
、
立
法
者
は
、
国
際
刑
法
典
の
法
案
理
由
書
の
中
で
、
同
事
件
と
非
常
に
類
似
し
た
事
案
を
例
に
と
っ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
国
際
刑
法
典
は
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
、
ま
た
は
、
文
民
た
る
住
民
に
対
す
る
攻
撃
に
関
連
し
て
行
わ
れ
る
犯
罪
行
為
に
関
し
て
、
排
他
的
な
特

別
規
定
を
設
け
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
刑
法
に
よ
っ
て
刑
罰
を
科
さ
れ
う
る
行
為
態
様
は
、
国
際
刑
法
典
上
不
可
罰
と
さ
れ
る
場
合

で
あ
っ
て
も
、
刑
法
典
に
よ
っ
て
可
罰
的
で
あ
る
と
さ
れ
う
る
。
も
っ
と
も
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
敵
対
戦
闘
員
を
殺
害
し
、
ま
た
は
負
傷
さ
せ
る
行

為
な
ど
の
国
際
法
上
許
容
さ
れ
て
い
る
戦
闘
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
は
、
一
般
原
則
上
不
可
罰
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
刑
法
典
第
二
一
一
条
〔
謀
殺

罪
〕
以
下
な
ど
に
基
づ
い
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
、
と
い
う
点
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
が
妥
当
す
る
の
は
、
行
為
者

が
、
戦
争
の
遂
行
に
関
す
る
国
際
法
の
拘
束
力
を
有
す
る
関
連
諸
規
則
を
遵
守
し
て
い
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
該
行
為
が
国
際
法
上
禁
止
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さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
国
際
法
そ
れ
自
体
が
可
罰
性
を
定
め
て
い
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
よ
っ
て
可
罰
的
で
あ
る
と
さ
れ
う
る
の

で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
航
空
機
の
操
縦
士
が
、
国
際
法
上
要
求
さ
れ
て
い
る
予
防
措
置
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
第
五
七
条
第
二
項

な
ど
を
参
照
）
を
と
ら
な
か
っ
た
た
め
、
爆
弾
投
下
時
に
文
民
を
殺
害
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
国
際
刑
法
上
は
当
該
行
為
に
刑
罰
が
科
さ
れ
な
い
と
き

で
あ
っ
て
も

―
刑
法
典
第
三
条
か
ら
第
七
条
に
基
づ
い
て
適
用
可
能
な
限
り
で

―
ド
イ
ツ
刑
法
上
の
故
殺
罪
に
基
づ
い
て
処
罰
さ
れ
う
る
の
で
あ

る
）
25
（

」（
亀
甲
括
弧
内
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）。

　

後
述
の
と
お
り
、
本
事
件
で
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
中
の
行
為
に
関
し
て
、
国
際
刑
法
典
の
み
な
ら
ず
刑
法
典
の
各
則
規
定
の
適
用

を
認
め
た
上
で
、
行
為
が
国
際
（
人
道
）
法
上
は
合
法
と
さ
れ
て
い
る
点
に
鑑
み
て
、
当
該
行
為
の
刑
法
典
上
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
旨

の
決
定
が
連
邦
検
事
総
長
（G

eneralbundesan

）
26
（

w
alt

）
に
よ
っ
て
下
さ
れ
て
い
る
。

㈢　

戦
争
犯
罪
（
八
条
か
ら
一
二
条
）

　

国
際
刑
法
典
第
二
章
「
国
際
法
に
対
す
る
罪
」
の
う
ち
、
八
条
か
ら
一
二
条
の
計
五
ヵ
条
が
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
同
法

で
は
、
主
に
犯
罪
の
保
護
法
益
の
観
点
か
ら
個
別
的
行
為
類
型
が
区
分
さ
れ
て
い
る
点
）
27
（

で
、
行
為
と
の
関
連
性
を
有
す
る
武
力
紛
争
の
性

質
（
国
際
的
か
非
国
際
的
か
）、
お
よ
び
、
個
々
の
行
為
類
型
の
条
約
上
の
淵
源
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
か
そ
れ
以
外
か
）
と
い
う
二
つ
の
観
点

か
ら
各
類
型
を
整
理
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
八
条
と
は
や
や
異
な
っ
た
規
定
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
国
際
刑
法
典
八
条
で
は
、

人
の
生
命
・
身
体
・
性
的
自
己
決
定
権
な
ど
を
保
護
法
益
と
す
る
「
人
に
対
す
る
戦
争
犯
罪
」、
九
条
で
は
、
人
の
所
有
権
そ
の
他
の
権

利
を
保
護
法
益
と
す
る
「
所
有
権
及
び
そ
の
他
の
権
利
に
対
す
る
戦
争
犯
罪
」、
一
〇
条
で
は
、
武
力
紛
争
中
に
人
道
的
活
動
を
行
う
者

や
施
設
を
犯
罪
の
客
体
と
す
る
「
人
道
的
活
動
及
び
徽
章
に
対
す
る
戦
争
犯
罪
」、
一
一
条
お
よ
び
一
二
条
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
戦
闘
行

為
の
公
正
性
を
担
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
「
禁
止
さ
れ
た
戦
闘
方
法
に
よ
る
戦
争
犯
罪
」
お
よ
び
「
禁
止
さ
れ
た
戦
闘
手
段
に
よ
る
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戦
争
犯
罪
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
よ
り
本
質
的
な
相
違
点
と
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
八
条
で
は
、
前
述
の
と
お
り
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
（
同
条

二
項
⒜
お
よ
び
⒝
）
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
そ
れ
（
同
条
二
項
⒞
お
よ
び
⒠
）
と
が
峻
別
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
国
際
刑
法

典
で
は
、
一
部
の
例
外
（
八
条
三
項
、
九
条
二
項
お
よ
び
一
一
条
三
項
）
を
除
い
て
、
そ
の
よ
う
な
区
別
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
が
挙
げ
ら
れ

る
。

三　

ド
イ
ツ
連
邦
軍
ク
ン
ド
ゥ
ー
ズ
空
爆
事
件

　

本
章
で
は
、
前
章
の
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
に
関
す
る
概
説
を
踏
ま
え
た
上
で
、
二
〇
〇
九
年
に
発
生
し
た
「
ド
イ
ツ
連
邦
軍
ク
ン

ド
ゥ
ー
ズ
空
爆
事
件
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
う
ち
、
国
際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
お
よ
び
刑
法
典
上
の
通
常
犯
罪
の
成
否
、
な
ら
び
に
、

そ
れ
ら
の
適
用
関
係
に
関
す
る
実
務
の
見
解
お
よ
び
学
説
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
を
行
う
。
具
体
的
に
は
、
連
邦
検
事
総
長
に
よ
る
捜
査

打
切
決
）
28
（
定
に
お
い
て
そ
の
成
否
が
問
題
と
な
っ
た
、
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
国
際
刑
法
典
八
条
一
項
一
号
、
一
一
条
一
項
一
号
お
よ
び
同
項

三
号
、
な
ら
び
に
、
刑
法
典
二
一
一
条
（
謀
殺
罪
）
な
ど
に
関
す
る
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
①
国
際
法
上
、
な
ぜ
武
力
紛
争
に
お
い
て
は

一
定
の
人
に
対
す
る
殺
傷
行
為
な
ど
が
許
容
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
、
お
よ
び
、
②
国
際
法
上
の
合
法
性
に
基
づ
く
ド
イ
ツ
刑
法
上
の

正
当
化
（
違
法
性
阻
却
）
の
理
論
的
根
拠
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
と
す
る
。

㈠　

事
実
の
概
要

　

ド
イ
ツ
は
、
社
会
民
主
党
・
緑
の
党
連
立
政
権
下
の
二
〇
〇
一
年
、
英
米
主
導
の
「
不
朽
の
自
由
作
戦
」（O

peration Enduring 

Freedom

）、
お
よ
び
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
が
統
括
す
る
国
際
治
安
支
援
部
隊
（International Security Assistance Force; 

Ｉ
Ｓ

）
29
（Ａ

Ｆ
）
へ
の
参
加
を
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連
邦
議
会
が
決
議
し
て
以
来
、
数
度
の
延
長
決
議
を
経
て
、
連
邦
軍
（Bundesw

ehr

）
の
部
隊
を
現
在
に
至
る
ま
で
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
北

部
に
駐
留
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
第
一
次
的
な
法
的
根
拠
は
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
派
遣
に
関
す
る
国
連
安
保
理
決
議
一
三
八
六

（
二
〇
〇
一
年
）
お
よ
び
同
一
五
一
〇
（
二
〇
〇
三
年
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
決
議
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
暫
定
政

府
お
よ
び
新
政
府
（
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
政
府
）
の
治
安
維
持
を
支
援
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
軍
事
力
の
行
使
を
含
む
、
必

要
と
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
措
置
」
を
と
る
権
限
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
権
限
は
、
集
団
的
安
全
保
障
に
関
す
る
基
本
法
二
四
条
二
項
に

よ
っ
て
、
国
内
法
上
も
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
必
要
と
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
措
置
」（all necessary m

easures

）
と
い
え
ど
も
、

国
際
法
上
の
制
限
、
す
な
わ
ち
国
際
人
道
法
の
規
範
に
は
服
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
）
30
（

る
。

　

こ
れ
ら
の
法
的
根
拠
に
基
づ
い
て
遂
行
さ
れ
る
任
務
の
一
環
と
し
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
軍
は
、
二
〇
〇
九
年
以
来
、
地
方
復
興
チ
ー
ム

（Provincial Reconstruction Team
; 

Ｐ
Ｒ
Ｔ
）
と
し
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
北
部
の
ク
ン
ド
ゥ
ー
ズ
（Kundus

）
地
方
を
担
当
し
、
現
地
に
て
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
軍
へ
の
支
援
活
動
、
具
体
的
に
は
、
援
護
射
撃
、
偵
察
、
装
甲
車
に
よ
る
護
衛
お
よ
び
戦
術
空
輸
な
ど
を
行
っ
て
き
）
31
（
た
。

本
事
件
は
、
そ
の
活
動
中
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

ク
ン
ド
ゥ
ー
ズ
に
お
け
る
活
動
の
指
揮
に
あ
た
っ
て
い
た
ド
イ
ツ
連
邦
軍
の
大
佐
（O

berst

）
は
、
二
〇
〇
九
年
九
月
三
日
深
夜
、
同

地
に
お
い
て
、
タ
リ
バ
ン
構
成
員
に
強
奪
さ
れ
た
後
に
砂
洲
の
上
で
立
ち
往
生
し
て
い
た
民
間
の
タ
ン
ク
車
二
台
を
空
爆
せ
よ
と
の
命
令

を
下
し
た
。
そ
し
て
、
同
命
令
が
ア
メ
リ
カ
人
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
結
果
、
タ
リ
バ
ン
構
成
員
の
み
な

ら
ず
、
私
的
利
用
を
目
的
と
し
て
、
ま
た
は
タ
リ
バ
ン
を
利
す
る
目
的
で
同
車
か
ら
燃
料
を
抜
き
取
ろ
う
と
し
て
い
た
民
間
人
、
お
よ
び
、

タ
リ
バ
ン
構
成
員
の
依
頼
を
受
け
て
車
両
を
動
か
す
べ
く
周
囲
に
集
ま
っ
て
い
た
民
間
人
に
も
死
傷
者
が
多
数
発
生
し
た
（
攻
撃
に
よ
る

死
者
数
は
、
二
〇
名
か
ら
一
二
〇
名
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
）。
同
大
佐
は
、
命
令
を
下
し
た
当
時
、
タ
ン
ク
車
の
周
囲
に
い
る
者
は
す
べ
て

タ
リ
バ
ン
構
成
員
で
あ
り
、
民
間
人
、
す
な
わ
ち
文
民
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
と
さ
れ
）
32
（

る
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
ド
イ
ツ
本
国
で
は
、
右
記
活
動
の
指
揮
を
執
っ
て
い
た
同
大
佐
に
対
し
て
、
主
に
、
国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
三
号
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（
軍
事
的
利
益
に
対
し
て
不
均
衡
な
損
害
を
も
た
ら
す
攻
撃
に
よ
る
戦
争
犯
罪
）
お
よ
び
刑
法
典
二
一
一
条
（
謀
殺
罪
）
の
嫌
疑
に
基
づ
い
て
捜
査

が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
）
33
（

た
。
そ
し
て
、
二
〇
一
〇
年
四
月
一
六
日
、
連
邦
検
事
総
長
は
、
刑
事
訴
訟
法
一
七
〇
条
二
項
（「
公
訴
を
提
起

す
る
に
足
り
る
十
分
な
理
由
」
が
な
い
場
合
の
検
察
官
に
よ
る
捜
査
の
打
切
り
に
関
す
る
規
定
）
に
基
づ
き
捜
査
手
続
を
打
ち
切
っ
た
。
そ
の
理
由

は
、
当
該
行
為
は
「
国
際
刑
法
典
の
規
定
に
も
刑
法
典
の
規
定
に
も
該
当
し
な
）
34
（
い
」
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
当
該
捜
査
打
切

決
定
に
対
し
て
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
に
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
州
裁
判
所
（O

LG
 D

üsseldorf

）
に
お
い
て
強
制
起
訴
手
続
（
謀
殺

罪
）
の
申
立
が
な
さ
れ
た
。
申
立
人
は
、
本
件
空
爆
に
よ
っ
て
息
子
二
人
を
失
っ
た
と
さ
れ
る
男
性
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
裁
判
所
は
、

刑
事
訴
訟
法
一
七
二
条
三
項
一
文
の
手
続
（「
公
訴
の
提
起
を
基
礎
づ
け
る
事
実
及
び
証
拠
」
を
示
す
こ
と
）
に
違
反
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、

申
立
を
却
下
し
）
35
（
た
。

㈡　

国
際
刑
法
典
上
の
可
罰
性

　

以
下
で
は
、
本
件
爆
撃
行
為
の
国
際
刑
法
典
に
基
づ
く
可
罰
性
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
結
論
と
し
て
、
本
件
で
は
い
ず
れ
の
犯
罪
も

成
立
し
な
い
と
す
る
見
解
が
ド
イ
ツ
で
は
大
勢
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
具
体
的
な
検
討
対
象
は
、
同
法
八
条
か
ら
一
二
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
戦
争
犯
罪
の
う
ち
、
八
条
一
項
一
号
（
国
際
人
道
法
上
保
護
さ
れ
る
人
を
殺
害
す
る
罪
）、
一
一
条
一
項
一
号
（
戦
闘
行
為
に
直
接

参
加
し
て
い
な
い
文
民
に
対
し
て
攻
撃
を
行
う
罪
）、
お
よ
び
、
一
一
条
一
項
三
号
（
軍
事
的
利
益
に
対
し
て
不
均
衡
な
損
害
を
も
た
ら
す
攻
撃
を
行

う
罪
）
の
三
類
型
で
あ
る
。
な
お
、
本
件
類
似
の
（
架
空
の
）
事
案
に
関
す
る
学
説
に
よ
れ
ば
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
罪
（
国
際
刑
法
典
六
条
）

に
つ
い
て
は
、
行
為
者
が
特
定
の
集
団
そ
れ
自
体
を
「
破
壊
す
る
意
図
」
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
成
立
せ
ず
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪

（
国
際
刑
法
典
七
条
）
に
関
し
て
は
、
同
罪
の
状
況
的
要
素
で
あ
る
攻
撃
の
広
範
性
お
よ
び
組
織
性
を
欠
く
た
め
、
成
立
し
な
い
と
さ
れ
て

い
る
）
36
（

が
、
後
者
・
人
道
に
対
す
る
犯
罪
の
組
織
性
の
要
件
に
関
し
て
は
、
異
論
を
差
し
挟
む
余
地
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
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1
　
国
際
刑
法
典
八
条
一
項
一
号

　

国
際
刑
法
典
八
条
一
項
一
号
は
、
主
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
法
に
端
を
発
す
る
「
人
に
対
す
る
戦
争
犯
罪
」
の
う
ち
、「
国
際
人
道
法
に
基
づ

い
て
保
護
さ
れ
る
人
」
の
殺
害
行
為
を
処
罰
す
る
類
型
で
あ
る
。
同
類
型
は
次
の
と
お
り
規
定
さ
れ
て
い
る
。

第
八
条　

人
に
対
す
る
戦
争
犯
罪

　

⑴ 　

国
際
的
又
は
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
、
次
の
行
為
を
行
っ
た
者
は
、
第
一
号
の
事
案
で
は
終
身
自
由
刑
、
第
二
号
の
事
案

で
は
五
年
以
上
の
自
由
刑
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
事
案
で
は
三
年
以
上
の
自
由
刑
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
事
案
で
は
二
年
以
上
の

自
由
刑
、
第
九
号
の
事
案
で
は
一
年
以
上
の
自
由
刑
に
処
す
る
。

　
　
　

1
．
国
際
人
道
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
人
を
殺
害
す
る
こ
と
。

　
　
　
（
以
下
省
略
）

　

こ
の
よ
う
に
、
国
際
刑
法
典
で
は
、「
国
際
人
道
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
人
」
の
殺
害
行
為
に
対
し
て
、
終
身
自
由
刑
を
科
す
こ

と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
個
々
の
要
件
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

　

ま
ず
、
戦
争
犯
罪
の
全
類
型
に
共
通
す
る
要
件
と
し
て
、
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
国
際
刑
法
典
八
条
一
項
一
号
で
は
、

国
際
的
武
力
紛
争
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
場
合
に
も
文
民
の
殺
害
行
為
が
処
罰
の
対
象
に
な
る
と
規
定
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
一
見
す
る
と
、
当
該
武
力
紛
争
の
性
質
（
国
際
的
で
あ
る
か
非
国
際
的
で
あ
る
か
）
が
本
類
型
の
処
罰
範
囲
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
条
に
関
し
て
は
、
国
際
人
道
法
上
保
護
さ
れ
る
人
の
範
囲
が
国
際
的
武

力
紛
争
の
場
合
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
場
合
と
で
異
な
る
た
め
（
同
条
六
）
37
（

項
）、
問
題
と
な
る
武
力
紛
争
の
性
質
を
判
断
す
る
こ
と
が

必
要
と
な
る
。
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連
邦
検
事
総
長
が
示
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
、
本
件
武
力
紛
争
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政
府
と
の
合
意
に
基
づ
い
て
活
動
し
て
い
る
Ｉ
Ｓ

Ａ
Ｆ
と
反
政
府
勢
力
タ
リ
バ
ン
と
の
間
の
非
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
38
（

る
。
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
は
、
確
か
に
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政

府
か
ら
は
独
立
し
た
組
織
と
し
て
同
国
の
軍
隊
と
は
別
個
の
指
揮
系
統
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
、
独
自
の
軍
事
的
利
益
を
追
求
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政
府
と
の
合
意
の
下
、
同
政
府
の
た
め
に
活
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
武
力
紛

争
の
主
体
は
、
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｆ
で
は
な
く
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
政
府
で
あ
）
39
（

る
。

　

次
に
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
「
国
際
人
道
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
人
」
の
範
囲
に
関
し
て
は
、
国
際
刑
法
典
八
条
六
項

二
号
お
よ
び
三
号
に
定
め
が
あ
る
。
前
者
・
二
号
に
よ
れ
ば
、「
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
、
傷
者
、
病
者
、
難
船
者
及
び
直

接
戦
闘
に
参
加
し
て
お
ら
ず
、
敵
の
支
配
下
に
あ
る
者
」
が
保
護
を
受
け
る
と
さ
れ
て
い
る
。
後
者
・
三
号
で
は
、「
国
際
的
及
び
非
国

際
的
な
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
、
敵
の
軍
隊
の
構
成
員
及
び
非
正
規
戦
闘
員
で
あ
っ
て
、
投
降
し
、
又
は
そ
の
他
の
態
様
で
非
武
装
で
あ

る
者
」
が
保
護
の
対
象
に
な
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
本
件
で
適
用
さ
れ
う
る
の
は
、「
直
接
戦
闘
に
参
加
し
て
お
ら

ず
、
敵
の
支
配
下
に
あ
る
）
40
（

者
」
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
連
邦
検
事
総
長
に
よ
る
決
定
に
よ
れ
ば
、
本
件
被
害
者
ら
は
「
敵
の
支
配
下
」

に
は
な
く
、「
自
由
の
身
」
で
あ
っ
た
た
め
、
保
護
の
対
象
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
と
の
結
論
が
下
さ
れ
て
い
）
41
（
る
。
な
お
、
学
説
の
中
に
は
、

被
害
者
を
タ
リ
バ
ン
構
成
員
と
文
民
と
に
区
別
し
た
上
で
検
討
を
行
っ
て
い
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
タ
ン
ク
車
を

強
奪
し
、
軍
事
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
タ
リ
バ
ン
構
成
員
に
つ
い
て
は
、「
直
接
戦
闘
に
参
加
」
し
て
い
る
と
い
え
る
た
め
、
同
条
に

よ
っ
て
「
保
護
さ
れ
る
者
」
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
さ
れ
て
い
）
42
（

る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
国
際
刑
法
典
八
条
一
項
一
号
に
関
し
て
は
、
殺
害
行
為
の
客
体
が
「
国
際
人
道
法
に
基
づ
い
て
保
護
さ
れ
る
人
」
で

は
な
い
と
さ
れ
た
た
め
、
当
該
行
為
は
同
類
型
の
構
成
要
件
に
該
当
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
て
い
）
43
（
る
。

2
　
国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
一
号

　

国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
一
号
は
、「
禁
止
さ
れ
た
戦
闘
方
法
に
よ
る
戦
争
犯
罪
」
の
う
ち
、
武
力
紛
争
下
で
は
、
戦
闘
員
と
文
民
と
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を
峻
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
「
区
別
原
則
」（principle of distinc

）
44
（

tion

）
を
体
現
し
た
類
型
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
45
（
る
。
同
規
定

は
次
の
と
お
り
定
め
て
い
る
。

第
一
一
条　

禁
止
さ
れ
た
戦
闘
方
法
に
よ
る
戦
争
犯
罪

　

⑴ 　

国
際
的
又
は
非
国
際
的
な
武
力
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
、
次
の
行
為
を
行
っ
た
者
は
、
三
年
以
上
の
自
由
刑
に
処
す
る
。
第
二
号
の
軽
微

な
事
案
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
上
の
自
由
刑
を
科
す
る
。

　
　
　

1
．
戦
闘
行
為
に
直
接
参
加
し
て
い
な
い
文
民
た
る
住
民
自
体
又
は
個
々
の
文
民
に
向
け
て
、
軍
事
的
手
段
を
用
い
て
攻
撃
す
る
行
為

　
　
　
（
以
下
省
略
）

　

こ
の
よ
う
に
、
国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
一
号
で
は
、
文
民
に
対
す
る
攻
撃
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
三
年
以
上
の
自
由
刑
を
科
す
こ
と

が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
本
類
型
で
は
、（
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
す
る
）
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
に
対
す
る
「
重
大
な
違
反

行
為
」
に
関
す
る
同
議
定
書
八
五
条
三
項
柱
書
と
は
異
な
り
、
現
実
に
文
民
に
損
害
が
発
生
す
る
こ
と
ま
で
は
要
求
さ
れ
て
い
な
）
46
（
い
。

も
っ
と
も
、
国
際
刑
法
典
に
は
、
加
重
類
型
と
し
て
、
攻
撃
に
伴
っ
て
文
民
な
ど
の
死
亡
ま
た
は
（
刑
法
典
二
二
六
条
に
い
う
と
こ
ろ
の
）

重
傷
害
の
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
五
年
以
上
の
自
由
刑
を
科
す
旨
の
規
定
が
存
在
す
る
（
国
際
刑
法
典
一
一
条
二
項
一
文
）。
当
該
死

亡
結
果
が
故
意
に
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
終
身
自
由
刑
又
は
一
〇
年
以
上
の
自
由
刑
へ
と
さ
ら
に
加
重
さ
れ
る
（
同
項
二

文
）。
以
下
で
は
、
本
類
型
の
要
件
の
う
ち
、
本
件
で
議
論
と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　

ま
ず
、
本
類
型
で
も
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
本
類
型
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
お
よ
び
非
国
際
的
武
力
紛
争
の

双
方
に
お
い
て
成
立
し
う
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
上
、
先
述
の
国
際
刑
法
典
八
条
一
項
一
号
の
よ
う
に
紛
争
の
性
質
次
第
で
客
体
の
範
囲

が
異
な
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
た
め
、
本
件
の
武
力
紛
争
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
犯
罪
の
成
否
に
影
響
し
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な
い
。

　

次
に
、
犯
罪
の
客
体
で
あ
る
「
文
民
た
る
住
民
自
体
又
は
個
々
の
文
民
」
に
関
し
て
は
、
こ
こ
で
も
「
戦
闘
行
為
に
直
接
参
加
し
て
い

な
い
」
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
先
に
み
た
国
際
刑
法
典
八
条
一
項
一
号
と
は
異
な
り
、
文
民
が
「
敵
の
支
配
下
」
に
あ
る
こ
と
が

要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
件
に
お
い
て
攻
撃
を
受
け
た
文
民
は
こ
れ
に
該
当
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
検
事
総
長
に
よ
る
決
定
で
は
、
本
件
攻
撃
は
文
民
そ
れ
自
体
に
「
向
け
て
」
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

さ
れ
、
結
論
と
し
て
犯
罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
て
い
）
47
（
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
客
観
的
構
成
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
見
）
48
（
解

と
、
客
観
的
に
は
、
文
民
に
「
向
け
て
」
行
わ
れ
た
行
為
で
あ
る
が
、
主
観
的
構
成
要
件
を
欠
く
と
す
る
見
）
49
（

解
と
が
対
立
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
一
号
に
つ
い
て
は
、
連
邦
検
事
総
長
に
よ
る
決
定
が
右
の
い
ず
れ
の
見
解
を
と
っ
て
い
た

の
か
は
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
本
件
攻
撃
は
文
民
に
「
向
け
て
」
行
わ
れ
た
行
為
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
た
た
め
、
構
成
要
件
に
該
当

せ
ず
、
犯
罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。

3
　
国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
三
号

　

国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
三
号
は
、
同
項
一
号
と
同
様
、「
禁
止
さ
れ
た
戦
闘
方
法
に
よ
る
戦
争
犯
罪
」
の
一
類
型
に
つ
い
て
定
め
る

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
先
述
の
「
区
別
原
則
」
に
加
え
て
、「
比
例
性
（
均
衡
性
）
原
則
」（principle of proportio

）
50
（

nality

）
が
反
映
さ

れ
て
い
る
と
さ
れ
）
51
（
る
。
つ
ま
り
、
本
条
で
は
、
攻
撃
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
軍
事
的
利
益
と
、
生
じ
た
付
随
的
損
害
（collateral 

dam
age

）
と
の
利
益
衡
量
を
行
っ
た
結
果
、
当
該
損
害
が
比
例
性
の
原
則
に
反
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
均
衡
性
を
欠
く
場
合
に
の
み
犯

罪
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
三
号
は
次
の
と
お
り
規
定
す
る
。

第
一
一
条　

禁
止
さ
れ
た
戦
闘
方
法
に
よ
る
戦
争
犯
罪

　

⑴ 　
（
省
略
）
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3 

．
予
期
さ
れ
る
具
体
的
か
つ
直
接
的
な
軍
事
的
利
益
全
体
と
の
比
較
に
お
い
て
均
衡
性
を
欠
く
程
度
の
文
民
の
死
亡
若
し
く
は
傷
害
又
は
民

用
物
の
損
傷
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
予
期
し
な
が
ら
、
軍
事
的
な
手
段
を
用
い
て
攻
撃
す
る
行
為

　
　
　
（
以
下
省
略
）

　

こ
の
よ
う
に
、
国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
三
号
は
、
不
均
衡
な
付
随
的
損
害
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
予
期
し
な
が
ら
行
わ
れ
る
攻
撃
に

対
し
て
、
先
に
み
た
同
項
一
号
と
同
様
、
三
年
以
上
の
自
由
刑
を
予
定
し
て
い
る
（
加
重
類
型
に
つ
い
て
も
同
様
）。
以
下
で
は
、
連
邦
検

事
総
長
が
捜
査
打
切
決
定
を
下
し
た
際
に
示
し
た
見
解
も
参
照
し
つ
つ
、
同
条
の
要
件
を
概
観
す
る
。

　

ま
ず
、
武
力
紛
争
と
の
関
連
性
の
要
件
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
一
条
一
項
三
号
で
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
お
よ
び
非
国
際
的
武
力
紛
争

の
双
方
に
お
い
て
犯
罪
が
成
立
し
う
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
前
述
の
八
条
一
項
一
号
の
よ
う
に
紛
争
の
性
質
に
基
づ
い

て
犯
罪
の
客
体
の
範
囲
に
差
異
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
類
型
に
関
し
て
も
、
本
件
の
武
力
紛
争
が

非
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
こ
と
は
犯
罪
の
成
否
に
影
響
し
な
い
。

　

次
に
、
客
観
的
要
件
と
し
て
、「
軍
事
的
な
手
段
を
用
い
て
攻
撃
す
る
行
）
52
（
為
」
が
本
類
型
に
つ
い
て
も
必
要
と
な
る
。
連
邦
検
事
総
長

に
よ
る
決
定
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
首
肯
さ
れ
て
い
）
53
（

る
。
な
お
、
本
類
型
で
も
、
文
民
お
よ
び
民
用
物
に
対
す
る
不
均
衡
な
損
害
が

現
実
に
発
生
す
る
こ
と
ま
で
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
）
54
（
い
。
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
の
よ
う
な
損
害
が
発
生
す
る
こ
と
を
「
予
期
し

な
が
ら
」
行
わ
れ
る
「
攻
撃
」
が
可
罰
的
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
学
説
に
よ
れ
ば
、
本
類
型
は
、
純
粋
な
行

為
犯
（H

andlungsd

）
55
（

elikt

）
な
い
し
挙
動
犯
（Tätigkeitsd

）
56
（

elikt

）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

他
方
、
主
観
的
要
件
に
関
し
て
は
、「
予
期
さ
れ
る
具
体
的
か
つ
直
接
的
な
軍
事
的
利
益
全
体
と
の
比
較
に
お
い
て
均
衡
性
を
欠
く
程

度
の
」
付
随
的
損
害
（
本
件
で
は
文
民
の
死
傷
者
）
の
発
生
が
「
確
実
」
で
あ
る
と
「
予
期
」
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
以

下
で
は
、
第
一
に
、「
予
期
さ
れ
る
具
体
的
か
つ
直
接
的
な
軍
事
的
利
益
全
体
」
と
「
文
民
の
死
亡
若
し
く
は
傷
害
又
は
民
用
物
の
損
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傷
」
と
が
「
均
衡
性
を
欠
く
」（außer Verhältnis s

）
57
（

tehen

）
と
い
う
要
件
、
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
不
均
衡
な
損
害
が
「
確
実
に
発
生
す

る
と
い
う
こ
と
を
予
期
し
な
が
ら
」
と
い
う
要
件
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

第
一
に
、
軍
事
的
利
益
と
付
随
的
損
害
の
「
均
衡
性
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
判
断
は
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
）
58
（
る
。
つ
ま
り
、
後
者
・
文
民
お
よ
び
民
用
物
の
被
害
が
い
か
に
大
き
か
ろ
う
と
も
、
前
者
・
軍
事
的
利
益
（
領
土
の
掌
握
や
敵
軍
の
戦
力

低
下
、
自
軍
の
安
全
確
保
な
ど
）
も
ま
た
大
き
け
れ
ば
、
均
衡
性
が
肯
認
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
連
邦
検
事
総
長
に
よ
る
決
定
で
は
、

次
に
述
べ
る
「
予
期
し
な
が
ら
」
と
い
う
要
件
が
否
定
さ
れ
た
た
め
、
均
衡
性
に
関
す
る
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点

に
関
す
る
検
討
を
行
っ
た
学
説
の
中
に
は
、
本
件
攻
撃
は
不
均
衡
な
攻
撃
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
）
59
（

る
。
そ
の
論
拠
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
で
は
、
確
か
に
、
タ
ン
ク
車
お
よ
び
タ
リ
バ
ン
構
成
員
を
殺
害
す
る
こ
と
に
関
し
て
「
具
体
的
か
つ

直
接
的
な
軍
事
的
利
益
」
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
タ
ン
ク
車
が
砂
洲
か
ら
す
ぐ
に
は
抜
け
出
せ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ

ば
、
大
佐
は
、
攻
撃
に
先
立
っ
て
文
民
に
対
し
て
警
告
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
）
60
（
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
該
軍
事
的
利

益
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
よ
り
小
規
模
な
損
害
の
発
生
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
）
61
（

る
。

　

第
二
に
、
不
均
衡
な
付
随
的
損
害
（
本
件
で
は
文
民
の
死
傷
者
）
の
発
生
が
「
確
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
予
期
し
な
が
ら
」
と
い
う
要

件
に
つ
い
て
は
、
立
法
者
に
よ
れ
ば
、
直
接
的
故
意
（dolus directus

）、
具
体
的
に
は
、
目
標
を
攻
撃
す
る
意
思
お
よ
び
不
均
衡
な
付
随

的
損
害
の
確
実
な
予
見
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
）
62
（
る
。
ま
た
、
学
説
に
よ
れ
ば
、「
予
期
し
な
が
ら
」
と
い
う
文
言
が
存
在
す
る
こ
と

か
ら
、
軍
事
的
利
益
と
付
随
的
損
害
と
の
均
衡
性
に
関
す
る
衡
量
は
、
事
前
に
（ex-ante

）、
す
な
わ
ち
、
行
為
時
に
行
わ
れ
る
判
断
を

基
準
と
す
る
と
さ
れ
て
い
）
63
（

る
。
か
か
る
判
断
は
、
客
観
的
な
基
準
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
当
該
行
為
者

が
置
か
れ
て
い
る
状
況
下
に
お
い
て
、
合
理
的
な
程
度
の
情
報
を
有
し
て
い
る
者
」（reasonably w

ell-inform
ed person in the 

circum
stances of the actual perpetrator

）
ま
た
は
「
合
理
的
な
指
揮
官
」（reasonable com

m
ander

）
の
い
ず
れ
の
視
点
に
よ
る
べ
き
か
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
分
か
れ
て
い
）
64
（
る
。
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連
邦
検
事
総
長
に
よ
る
決
定
に
よ
れ
ば
、
本
件
大
佐
は
行
為
時
に
そ
の
よ
う
な
損
害
を
予
見
し
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の

も
、
大
佐
は
、
当
該
攻
撃
が
、
軍
事
利
用
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
タ
ン
ク
車
、
七
〇
人
ほ
ど
の
「
タ
リ
バ
ン
〔
構
成
員
〕」
お
よ
び
二
台
の

牽
引
車
に
命
中
す
る
こ
と
を
予
見
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
決
定
で
は
、
大
佐
は
、「
文
民
」
な
い
し
「
民
用
物
」
に
被
害

が
出
る
と
は
ま
っ
た
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
た
の
で
あ
）
65
（
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
連
邦
検
事
総
長
に
よ
る
捜
査
打
切
決
定
で
は
、
同
法
一
一
条
一
項
三
号
の
（
主
観
的
）
構
成
要
件
該
当
性
が
否
定
さ

れ
、
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
の
成
立
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

㈢　

刑
法
典
上
の
可
罰
性

　

次
に
、
刑
法
典
上
の
犯
罪
が
成
立
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
連
邦
検
事
総
長
に
よ
る
捜
査
打
切
決
定
で
は
、
謀
殺
罪

（
二
一
一
条
）、
学
説
で
は
、
さ
ら
に
、
故
殺
罪
（
二
一
二
条
）
お
よ
び
過
失
致
死
罪
（
二
二
二
条
）
の
成
否
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。

結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
同
決
定
で
は
、
謀
殺
罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
、
学
説
で
も
こ
れ
ら
の
成
立
を
否
定
す
る
見

解
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
刑
法
典
上
の
各
犯
罪
の
構
成
要
件
該
当
性
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
に
は
立
ち
入
ら

ず
、
そ
れ
ら
の
犯
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
際
の
理
論
的
根
拠
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
と
す
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ら
の
見
解
を
、
構
成
要
件

該
当
性
を
否
定
す
る
見
解
（
以
下
、
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
説
）、
国
際
法
上
の
合
法
性
を
根
拠
に
違
法
性
阻
却
（
正
当
化
）
を
認
め
る
見
解

（
以
下
、
違
法
性
阻
却
説
。
実
務
お
よ
び
学
説
に
お
け
る
通
説
的
見
解
）、
お
よ
び
、
刑
法
典
各
則
の
適
用
を
否
定
す
る
見
解
（
以
下
、
刑
法
典
各
則

排
除
説
）
の
三
通
り
に
分
類
・
整
理
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

1
　
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
見
解
（
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
説
）

　

ま
ず
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
前
に
は
、
国
際
法
上
合
法
な
加
害
行
為
は
、
そ
の
社
会
的
相
当
性
（soziale Adäquanz

）
か
ら
謀
殺
罪

な
ど
の
構
成
要
件
に
は
該
当
し
な
い
と
い
う
見
）
66
（

解
が
存
在
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
解
に
は
、
そ
の
根
拠
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
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批
）
67
（
判
が
提
起
さ
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
支
持
さ
れ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
次
に
述
べ
る
違
法
性
阻
却
説
と
同
様
に
、
行
為
の
国
際
法
上
の
合
法
性
に
基
づ
い
て
、
客
観
的
帰
属
が
否
定
さ
れ
う
る
こ
と
を

指
摘
す
る
見
）
68
（
解
も
存
在
す
る
。

2
　
国
際
法
上
の
合
法
性
を
根
拠
に
違
法
性
阻
却
を
認
め
る
見
解
（
違
法
性
阻
却
説
）

　
　

⑴　

議
論
状
況

　

次
に
、
国
際
法
上
の
合
法
性
を
根
拠
に
違
法
性
阻
却
を
認
め
る
見
解
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
刑
法
典
上
の
通
常

犯
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
国
際
法
上
合
法
と
さ
れ
て
い
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
た
め
、

犯
罪
が
成
立
し
な
い
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
見
解
の
代
表
例
と
し
て
は
、
連
邦
検
事
総
長
が
捜
査
打
切
決
定
に
お
い
て
示
し
た
見
解
が
挙
げ
ら
れ
る
。
連
邦
検
事
総
長
は
、
ま

ず
、
前
章
㈡
に
て
述
べ
た
立
法
者
の
見
解
に
従
っ
て
、（
一
般
論
と
し
て
）
国
際
刑
法
典
が
適
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
刑
法
典
各
則
が

適
用
さ
れ
う
る
と
し
た
上
）
69
（

で
、
そ
の
適
用
の
際
に
は
、
国
際
人
道
法
の
規
範
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
）
70
（

た
。
具
体
的
に
は
、

本
件
で
は
、
刑
法
典
二
一
一
条
（〔
公
共
に
と
っ
て
危
険
な
手
段
に
よ
る
〕
謀
殺
罪
）
の
客
観
的
お
よ
び
主
観
的
構
成
要
件
は
充
足
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、
当
該
爆
撃
は
国
際
人
道
法
、
特
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
五
一
条
五
項
⒝
（
国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
三
号
の

原
型
で
あ
る
過
度
な
付
随
的
損
害
を
も
た
ら
す
「
無
差
別
な
攻
撃
」）、
お
よ
び
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
同
条
四
項
に
違
反
す
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
し

た
が
っ
て
、
刑
法
典
上
も
正
当
化
さ
れ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
）
71
（

た
。
こ
の
見
解
を
敷
衍
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

同
条
約
五
一
条
五
項
⒝
に
は
、「
予
期
さ
れ
る
具
体
的
か
つ
直
接
的
な
軍
事
的
利
益
と
の
比
較
に
お
い
て
、
巻
き
添
え
に
よ
る
文
民
の

死
亡
、
文
民
の
傷
害
、
民
用
物
の
損
傷
又
は
こ
れ
ら
の
複
合
し
た
事
態
を
過
度
に
引
き
起
こ
す
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
攻
撃
」
が
禁
止
さ
れ

る
行
為
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
本
件
で
は
、
タ
ン
ク
車
は
後
に
自
爆
テ
ロ
に
供
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
同
車
に
積
載
さ
れ
た
燃
料
が
タ

リ
バ
ン
の
兵
站
に
資
す
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
お
よ
び
、
現
場
に
当
該
地
域
の
指
導
者
級
の
タ
リ
バ
ン
構
成
員
が
二
名
い
た
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こ
と
に
鑑
み
、
タ
ン
ク
車
お
よ
び
当
該
構
成
員
を
爆
撃
す
る
こ
と
に
は
軍
事
上
の
利
益
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
）
72
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件

大
佐
が
文
民
に
被
害
が
出
る
こ
と
を
「
予
測
」
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
（
国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
三
号
と
は
異
な
り
、

現
に
「
予
測
」
し
て
い
る
こ
と
は
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
）、
そ
の
損
害
と
軍
事
的
利
益
と
の
均
衡
性
は
保
た
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る

か
）
73
（
ら
、
国
際
人
道
法
に
反
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
、
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
連
邦
検
事
総
長
に
よ
る
捜
査
打
切
決

定
に
お
い
て
は
、
当
該
行
為
が
国
際
法
上
の
規
範
に
抵
触
し
な
い
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
刑
法
上
も
正
当
化
さ
れ
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
連
邦
検
事
総
長
の
見
解
か
ら
は
、
武
力
紛
争
に
お
け
る
害
敵
行
為
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
際
の
国
内
（
刑
）

法
上
の
枠
組
み
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

ま
た
、
学
説
に
お
い
て
も
、
武
力
紛
争
に
お
け
る
加
害
行
為
は
、
謀
殺
罪
な
ど
の
構
成
要
件
に
は
該
当
す
る
が
、
当
該
行
為
が
国
際
法

上
合
法
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
も
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
見
解
が
多
数
存
在
）
74
（

し
、
こ
れ
が
現
在
ド
イ
ツ
で
は
通
説
と
な
っ
て
い

る
。

　
　

⑵　

検　

討

　

国
際
法
上
の
合
法
性
に
基
づ
く
ド
イ
ツ
刑
法
上
の
正
当
化
の
理
論
的
根
拠
を
考
え
る
上
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
国
際
法

上
も
、
武
力
紛
争
に
お
け
る
（
敵
対
勢
力
の
戦
闘
員
な
ど
に
対
す
る
）
殺
害
行
為
や
傷
害
行
為
を
積
極
的
に
許
容
す
る
規
範
が
存
在
す
る
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
、「
国
際
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
」

こ
と
を
根
拠
と
し
た
国
内
刑
法
上
の
正
当
化
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
本
章
冒
頭
に
も
掲
げ
た
次
の
二
つ
の
疑
問
が

提
起
さ
れ
る
。
第
一
に
、
国
際
法
上
、
な
ぜ
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
一
定
の
人
に
対
す
る
殺
傷
行
為
な
ど
が
許
容
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う

疑
問
で
あ
る
。
第
二
に
、
国
際
法
上
の
合
法
性
が
い
か
な
る
理
論
的
枠
組
み
に
よ
っ
て
国
内
刑
法
上
の
正
当
化
事
由
（
違
法
性
阻
却
事

由
）
へ
と
変
貌
す
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
疑
問
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

　

第
一
の
疑
問
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
国
際
人
道
法
（
武
力
紛
争
法
）
の
形
成
過
程
を
紐
解
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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国
際
人
道
法
は
、
古
く
は
戦
時
国
際
法
と
呼
ば
れ
、「
軍
事
的
必
要
」（m

ilitary necessity

）
と
「
人
道
の
原
則
」（principle of 

hum
anity

）
と
い
う
二
つ
の
相
対
す
る
要
請
を
調
和
さ
せ
る
形
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
）
75
（

る
。
つ
ま
り
、
国
際
人
道
法
の
領
域

で
は
、
当
初
か
ら
、
軍
事
的
必
要
性
に
依
拠
し
た
加
害
行
為
を
広
く
禁
じ
る
た
め
の
規
範
の
確
立
が
目
指
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
、
軍
事
的
必
要
性
を
盾
に
と
っ
た
加
害
行
為
の
拡
大
・
激
化
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
人
道
原
則
に
基
づ
く

禁
止
規
範
お
よ
び
命
令
規
範
が
漸
次
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
成
過
程
に
鑑
み
れ
ば
、
国
際
人
道
法
で
は
、
国
内

刑
法
で
あ
れ
ば
当
然
に
刑
罰
の
予
定
さ
れ
て
い
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
軍
事
的
必
要
性
の
観
点
か
ら
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
事
実

も
理
解
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
二
の
疑
問
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
で
は
さ
ほ
ど
意
識
的
に
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
通
常
の
正
当
防
衛
（
刑
法
典

三
二
条
）
お
よ
び
緊
急
避
難
（
三
四
条
）
で
は
行
為
の
正
当
化
を
基
礎
づ
け
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
国
連
安
保
理
決
議
に
よ
る

委
任
（M

andat

）
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
は
「
必
要
と
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
措
置
」
を
と
る
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
当

該
権
限
が
議
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
二
点
に
根
拠
を
求
め
る
見
）
76
（

解
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
（
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
戦
争
犯

罪
の
成
立
に
必
要
な
武
力
紛
争
に
ま
で
は
至
ら
な
い
事
態
に
お
け
る
戦
闘
行
為
の
正
当
化
を
念
頭
に
置
い
た
見
解
で
あ
る
た
め
、
武
力
紛
争
に
お
け
る
行
為

が
問
題
と
な
っ
た
本
件
に
も
応
用
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
つ
き
、
別
途
検
討
が
必
要
で
あ
る
）。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
権
限
の
付
与
が
い
か

に
し
て
刑
法
上
の
正
当
化
事
由
へ
と
変
貌
す
る
の
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
、
示
唆
的

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
後
述
の
刑
法
典
各
則
排
除
説
を
唱
え
る
論
者
に
よ
る
通
説
の
理
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
論
者
に
よ
れ
ば
、

通
説
は
、「
国
際
法
に
付
随
す
る
書
か
れ
ざ
る
正
当
化
事
由
」（ungeschriebener völkerrechtsakzessorischer Rechtfertigungsg

）
77
（

rund

）
に

よ
っ
て
一
般
刑
法
上
の
犯
罪
を
不
成
立
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
、
明
文
規
定
に

根
拠
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
国
際
法
上
の
合
法
性
に
基
づ
い
て
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
の
正
当
化
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
理
論
構
成
の
背
景
に
は
、
日
本
刑
法
三
五
条
の
よ
う
な
、
正
当
行
為
の
違
法
性
阻
却
に
関
す
る
包
括
的
な
規
定
が
存
在
せ

ず
、（
そ
の
結
果
、
日
本
の
議
論
状
況
と
は
や
や
異
な
り
）
超
法
規
的
正
当
化
事
由
の
存
在
が
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
超
法
規
的
正
当
化
事
由
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
法
秩
序

の
統
一
性
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
民
事
法
お
よ
び
公
法
上
許
容
さ
れ
る
行
為
は
、
刑
法
上
も
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
正
当
化

事
由
は
、
刑
法
だ
け
で
な
く
、
民
事
法
お
よ
び
公
法
に
も
由
来
し
う
る
。
さ
ら
に
、
違
法
性
阻
却
事
由
は
限
定
列
挙
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
に
有
利
な
方
向
で

―
そ
の
た
め
、
基
本
法
一
〇
三
条
二
項
〔
罪
刑
法
定
主
義
〕
に
反
す
る
こ
と
な 

く

―
書
か
れ
ざ
る
正
当
化
事
由
が
承
認
さ
れ
、
次
第
に
慣
習
法
と
し
て
強
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
）
78
（

る
」。
換
言
す
れ
ば
、
法
秩
序
の
統

一
性
を
図
る
た
め
に
は
、
国
内
刑
法
の
規
範
を
国
際
法
に
適
合
す
る
形
で
（
い
わ
ば
「
国
際
法
適
合
的
」
に
）
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

た
め
、
そ
の
よ
う
な
正
当
化
事
由
が
導
か
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
ド
イ
ツ
基
本
法
二
五
条
は
、「
国
際
法
の
一
般
的
な
諸
規
則
は
連
邦
法
の
構
成
部
分
を
な
す
。
そ
れ
ら
は
、
法
律
に
優
越
し
、

連
邦
の
領
域
に
居
住
す
る
者
に
対
し
て
、
権
利
及
び
義
務
を
直
接
に
付
与
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
厳
密

に
い
え
ば
、
国
際
法
と
国
内
刑
法
と
の
統
一
性
で
は
な
く
、
す
で
に
国
内
法
の
一
部
と
な
っ
た
国
際
法
に
対
す
る
国
内
刑
法
の
適
合
性
が

問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
国
際
法
が
法
律
に
優
越
す
る
と
基
本
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
国
際
法
適
合
的
に
刑

法
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
法
規
的
正
当
化
事
由
が
導
か
れ
る
の
も
、
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

3
　
刑
法
典
各
則
の
適
用
を
否
定
す
る
見
解
（
刑
法
典
各
則
排
除
説
）

　

以
上
二
つ
の
見
解
は
、
刑
法
典
の
適
用
が
当
然
に
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
に
該
当
す
る
行
為
を
何
ら
か
の
形
で
不

可
罰
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
も
そ
も
刑
法
典
各
則
の
適
用
を
否
定
す
る
見
）
79
（

解
も
存
在
す
る
。

　

論
者
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、
国
際
人
道
法
上
合
法
な
行
為
に
関
し
て
、
先
述
の
違
法
性
阻
却
説
の
よ
う
に
行
為
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
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る
と
考
え
て
し
ま
う
と
、「
戦
時
国
際
法
上
合
法
な
加
害
行
為
の
場
合
に
、
正
当
化
事
由
に
お
い
て
通
常
み
ら
れ
る
原
則
・
例
外
の
関
係

が
逆
転
し
て
し
ま
う
」
と
さ
れ
て
い
）
80
（

る
。
つ
ま
り
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
戦
時
中
の
加
害
行
為
は
原
則
と
し
て
許
容
さ
れ
て
お
り
、
例
外
的

に
国
際
人
道
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
通
説
で
は
、
通
常
犯
罪
の
場
合
と
同
様
に
、
原
則
違
法
な
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
と
考

え
て
い
る
点
で
、
原
則
と
例
外
が
逆
転
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
論
者
は
、
国
際
人
道
法
上
違
法
な
行
為
に
関
し
て
は
、
通
説
が
法
条
競
合
の
成
立
を
認
め
る
場
合
と
、
一
罪
（
観
念
的
競

合
）
の
成
立
を
認
め
る
場
合
と
を
区
別
し
た
上
で
（
前
章
㈡
参
照
）、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

前
者
・
法
条
競
合
の
場
合
に
関
し
て
は
、
論
者
は
、
通
説
に
対
し
て
肯
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
論
者
は
、
通
説
に

よ
れ
ば
、
国
際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
に
加
え
て
、（
犯
罪
の
保
護
法
益
を
適
切
に
把
握
す
る
た
め
に
）
一
般
刑
法
上
の
犯
罪
の
成
立
を
も
認

め
た
上
で
、
も
っ
ぱ
ら
、
特
別
法
た
る
国
際
刑
法
典
所
定
の

―
（
少
な
く
と
も
戦
争
犯
罪
の
場
合
に
は
）
刑
法
典
の
そ
れ
に
比
べ
て
軽 

い
）
81
（

―
法
定
刑
に
基
づ
い
て
刑
罰
を
科
す
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
論
者
は
、
こ
の
よ
う
な
減
軽
的
特
別
関
係
（privilegierende  

Spezialität

）
を
認
め
る
こ
と
に
対
し
て
、「
正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
）
82
（

る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
論
者
は
、
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
、
も
は
や
刑
法
典
を
適
用
し
な
い
に
等
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
念
も
同
時
に
表
明
し
て
い
）
83
（
る
。

　

一
方
、
後
者
・
一
罪
（
観
念
的
競
合
）
の
場
合
に
関
し
て
は
、
批
判
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
論
者
に
よ
れ
ば
、
国

際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
と
刑
法
典
上
の
通
常
犯
罪
と
の
間
に
一
罪
の
関
係
を
認
め
て
し
ま
っ
て
は
、
刑
法
典
五
二
条
二
項
の
規
定
に
基

づ
い
て
、
自
由
刑
の
法
定
刑
（
の
短
期
）
が
よ
り
重
い
後
者
の
法
定
刑
に
よ
っ
て
処
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
れ
は
「
刑

事
政
策
的
な
観
点
か
ら
は
あ
ま
り
説
得
的
で
な
）
84
（

い
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
批
判
を
踏
ま
え
た
上
で
、
論
者
は
、
結
論
と
し
て
、
刑
法
典
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
の
意
義
を
否
定
し
た
上
で
、
平
時
と
戦

時
（
武
力
紛
争
時
）
と
で
は
、
そ
も
そ
も
ま
っ
た
く
異
な
る
法
規
・
法
秩
序
が
妥
当
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
際
刑
法
典
の
適
用
が
問
題

と
な
る
場
合
に
は

―
「
法
秩
序
の
一
体
性
の
観
点
か
ら
」

―
必
然
的
に
、
国
際
刑
法
典
が
刑
法
典
各
則
に
対
し
て
「
厳
格
な
排
他
的
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関
係
」（strenges Exklusivitätsverhältnis

）
に
立
つ
と
結
論
づ
け
て
い
）
85
（
る
。

　

な
お
、
刑
法
典
各
則
の
適
用
を
一
律
に
排
除
す
る
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
国
際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
と
刑
法
典
上
の
通
常
犯
罪
と

で
保
護
法
益
が
異
な
る
場
合
に
は
、
刑
法
典
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
個
人
的
法
益
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
の
批
）
86
（
判
が
後

に
提
起
さ
れ
て
い
る
。㈣　

小　

括

　

本
章
で
は
、「
ド
イ
ツ
連
邦
軍
ク
ン
ド
ゥ
ー
ズ
空
爆
事
件
」
を
め
ぐ
る
実
務
の
動
向
お
よ
び
学
説
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
、

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
一
度
整
理
す
る
。

　

ま
ず
、
国
際
刑
法
典
上
は
、
文
民
な
ど
の
殺
害
（
八
条
一
項
一
号
）、
文
民
に
対
す
る
攻
撃
（
一
一
条
一
項
一
号
）、
お
よ
び
、
不
均
衡
な

付
随
的
損
害
を
も
た
ら
す
こ
と
を
予
期
し
な
が
ら
行
わ
れ
る
攻
撃
（
一
一
条
一
項
三
号
）
の
各
罪
が
成
立
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
が
、

連
邦
検
事
総
長
に
よ
る
捜
査
打
切
決
定
に
お
い
て
、
い
ず
れ
の
犯
罪
も
成
立
し
な
い
と
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
詳
述
し

た
。

　

次
に
、
刑
法
典
上
の
犯
罪
の
成
否
を
め
ぐ
っ
て
は
、
実
務
の
見
解
お
よ
び
学
説
を
、
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
説
、
違
法
性
阻
却
説
、
お

よ
び
、
刑
法
典
各
則
排
除
説
の
三
つ
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
学
説
を
概
観
す
る
過
程
で
、
本
章
冒
頭
に
て
提

示
し
た
二
つ
の
設
問
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
述
べ
た
。
ま
ず
、
①
国
際
法
上
、
な
ぜ
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
一
定
の
人
に
対
す
る
殺
傷

行
為
な
ど
が
許
容
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
軍
事
的
必
要
性
と
人
道
原
則
と
の
相
克
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
う
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
次
に
、
②
国
際
法
上
の
合
法
性
に
基
づ
く
刑
法
上
の
正
当
化
の
理
論
的
根
拠
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、

違
法
一
元
論
的
な
発
想
に
基
づ
い
て
刑
法
の
国
際
法
適
合
的
解
釈
を
求
め
る
、
一
種
の
超
法
規
的
正
当
化
事
由
（
違
法
性
阻
却
事
由
）
が

観
念
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
結
論
を
示
し
た
。
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四　

お
わ
り
に

―
日
本
法
へ
の
示
唆

　

本
稿
で
は
、「
ド
イ
ツ
連
邦
軍
ク
ン
ド
ゥ
ー
ズ
空
爆
事
件
」
を
題
材
に
、
ド
イ
ツ
国
際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
の
成
否
、
刑
法
典
上
の

通
常
犯
罪
の
成
否
、
お
よ
び
、
両
者
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
っ
た
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
た
上
で
、
日

本
法
へ
の
示
唆
を
抽
出
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

ド
イ
ツ
で
は
、
第
一
に
、
通
説
お
よ
び
実
務
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
国
内
法
化
さ
れ
た
中
核
犯
罪
と
一
般
刑
法
上
の
通
常
犯
罪
と
が
競
合

す
る
場
合
の
存
在
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
刑
法
典
上
の
罪
数
に
関
す
る
規
定
に
基
づ
い
て
解
決
が
図
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

第
二
に
、
戦
争
犯
罪
に
該
当
す
る
虞
の
あ
る
行
為
を
め
ぐ
っ
て
は
、
一
般
刑
法
上
の
犯
罪
の
成
否
を
決
す
る
際
に
、
国
際
人
道
法
の
規
範

が
参
照
さ
れ
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
の
正
当
化
（
違
法
性
阻
却
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る

マ
ク
シ
マ
リ
ス
ト
諸
国
で
あ
っ
て
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
上
の
戦
争
犯
罪
を
国
内
法
化
す
れ
ば
そ
れ
で
足
り
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、（
一
般

刑
法
の
適
用
の
余
地
を
残
す
の
で
あ
れ
ば
）
国
内
担
保
法
の
起
草
時
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
適
用
時
に
お
い
て
も
な
お
、
国
際
人
道
法
の
規
範
、

と
り
わ
け
、
自
国
が
批
准
し
て
い
る
諸
種
の
国
際
条
約
を
参
照
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
現
在
の
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
諸
国
、
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
を
国
内
法
化
せ
ず
、
一
般
刑
法
に
よ

る
対
応
を
図
っ
て
い
る
国
々
に
も
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
な
ど
を
批
准
し
て
い
る
限
り
）
同
様
に
当
て
は
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
ド
イ
ツ
連

邦
軍
ク
ン
ド
ゥ
ー
ズ
空
爆
事
件
」
の
よ
う
な
事
件
が
発
生
し
た
場
合
に
、
例
外
な
く
（
実
体
法
上
）
犯
罪
の
成
立
を
認
め
て
し
ま
っ
て
は
、

国
際
法
上
合
法
な
戦
闘
行
為
を
繰
り
広
げ
た
戦
闘
員
ま
で
も
が
訴
追
・
処
罰
の
対
象
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
ミ
ニ
マ
リ

ス
ト
諸
国
は
、
一
般
刑
法
に
よ
る
対
応
を
図
っ
て
い
る
以
上
、
刑
法
の
適
用
を
一
律
に
否
定
し
て
し
ま
う
と
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
上
犯
罪
を
構

成
す
る
可
能
性
の
あ
る
行
為
に
対
し
て
刑
法
を
適
用
で
き
な
い
こ
と
と
な
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
よ
っ
て
事
件
の
「
捜
査
又
は
訴
追
を
真
に
行
う
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意
思
又
は
能
力
が
な
い
」
と
み
な
さ
れ
る
虞
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
諸
国
は
、
刑
法
の
適
用
を
（
広

く
）
確
保
し
た
上
で
、
国
際
法
上
の
合
法
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
刑
法
上
の
規
定
を
国
際
法
適
合
的
に
解
釈
し
、
構
成
要
件
該
当

性
な
い
し
違
法
性
を
阻
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
の
（
少
な
く
と
も
故
意
犯
の
）
成
立
を
否
定
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
日
本
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
つ
い
て
議
論
す
る
に
あ
た
り
、
本
稿
で
扱
っ
た
ド
イ
ツ
の
議
論
が
参
考
に
な
る
か
否
か
を
判

断
す
る
上
で
は
、
注
意
す
べ
き
点
が
少
な
く
と
も
三
つ
存
在
す
る
。

　

第
一
に
、
そ
も
そ
も
日
本
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
実
体
法
的
側
面
を
国
内
法
化
し
て
い
な
い
た
め
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
け

る
議
論
と
は
検
討
の
対
象
（
適
用
さ
れ
う
る
法
律
）
が
異
な
る
。
と
は
い
え
、
国
際
法
上
の
合
法
性
に
基
づ
く
違
法
性
阻
却
の
問
題
は
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
も
っ
ぱ
ら
一
般
刑
法
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
刑
法
に
よ
る
対
応
を
前
提
と
し
て
い
る
日
本

に
お
い
て
も
提
起
さ
れ
う
る
論
点
で
あ
る
。
な
お
、
周
知
の
と
お
り
、
日
本
も
ド
イ
ツ
同
様
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
お
よ
び
同
第
一
・
第

二
追
加
議
定
書
の
締
約
国
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
国
内
法
秩
序
に
お
け
る
条
約
の
地
位
に
関
す
る
日
本
国
憲
法
九
八
条
二
項
に
は
、
国
際
法
を
「
誠
実
に
遵
守
す
る
」
と
し
か

明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ド
イ
ツ
基
本
法
二
五
条
の
よ
う
に
、
国
内
法
に
対
す
る
条
約
の
優
位
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ド

イ
ツ
と
は
異
な
り
、
国
際
法
上
の
合
法
性
が

―
半
ば
自
動
的
に

―
刑
法
上
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
事
由
と
な
り
う
る
か
、
と
い
う
点

に
関
す
る
検
討
が
別
途
必
要
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
学
説
上
、
条
約
と
法
律
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
条
約
優
位
説
が
通
説

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
）
87
（
ら
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
と
ほ
ぼ
同
様
の
議
論
が
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

第
三
に
、
日
本
刑
法
に
は
（
ド
イ
ツ
刑
法
に
は
存
在
し
な
い
）
三
五
条
の
規
定
が
存
在
す
る
と
い
う
点
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

日
本
の
場
合
、
国
際
法
上
の
合
法
性
に
基
づ
く
刑
法
上
の
違
法
性
阻
却
の
議
論
を
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、（
固
有
の
）「
狭
義
の
超
法
規
的

違
法
性
阻
却
事
）
88
（

由
」
の
問
題
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
刑
法
三
五
条
を
直
接
の
根
拠
と
す
る
正
当
行
為
の
問
題
と
捉
え
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
日
本
に
お
い
て
は
、
民
法
上
や
行
政
法
上
の
違
法
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
違
法
一
元
論
的
な
発
想
に
基
づ
く
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刑
法
上
の
違
法
性
阻
却
が
一
般
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
点
に
鑑
み
れ
ば
、
本
稿
で
み
た
ド
イ
ツ
の
違
法
性
阻
却
説
と
同
様
の
議

論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
困
難
が
予
想
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
前
述
の
と
お
り
、
日
本
に
お
い
て
も
条
約
は
法

律
に
優
位
す
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
か
ら
、
民
法
上
や
行
政
法
上
の
違
法
性
と
刑
法
上
の
違
法
性
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
を
そ
の

ま
ま
援
用
す
る
こ
と
も
ま
た
、
望
ま
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
に
、
違
法
一
元
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み

る
に
せ
よ
、
刑
法
三
五
条
の
適
用
に
際
し
て
、
刑
法
上
の
保
護
法
益
と
軍
事
的
利
益
と
を
比
較
考
量
し
た
上
で
後
者
に
優
越
性
を
認
め
る

に
せ
よ
、
刑
法
の
国
際
法
適
合
的
な
解
釈
を
志
向
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
、
国
際
法
上
の
合
法
性
に
基
づ
く
刑
法
上
の
違
法
性
阻
却
の
問
題
は
、
日
本
が
Ｉ
Ｃ
Ｃ

規
程
の
締
約
国
で
あ
る
以
上
、
日
本
刑
法
（
学
）
に
と
っ
て
も
決
し
て
「
他
人
事
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
）  

Ｉ
Ｃ
Ｃ
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://w

w
w.icc-cpi.int/en_m

enus/icc/situations%
20and%

20cases/Pages/situations%
20ana%

20cases. 
aspx

）
参
照
（
二
〇
一
四
年
三
月
一
八
日
最
終
閲
覧
）。

（
2
）  

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
第
一
審
裁
判
部
第
一
法
廷
判
決 （Lubanga, ICC-01/04-01/06-2842

）.

（
3
）  

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
二
年
七
月
一
〇
日
第
一
審
裁
判
部
第
一
法
廷
決
定 （Lubanga, ICC-01/04-01/06-2901

）.

（
4
）  

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
八
日
第
一
審
裁
判
部
第
二
法
廷
判
決 （Chui, ICC-01/04-02/12-3

）.

（
5
）  

Ｉ
Ｃ
Ｃ
二
〇
一
四
年
三
月
七
日
第
一
審
裁
判
部
第
二
法
廷
判
決 （Katanga, ICC-01/04-01/07-3436

）.

（
6
）  

東
澤
靖
『
国
際
刑
事
裁
判
所　

法
と
実
務
』
明
石
書
店
（
二
〇
〇
七
年
）
七
二
頁
参
照
。

（
7
）  

も
っ
と
も
、
補
完
性
の
原
則
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
活
動
当
初
か
ら
、
規
程
締
約
国
に
よ
る
自
己
付
託
（self-referral

）
が
た
び
た
び
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
必
ず
し
も
厳
格
に
は
運
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。

（
8
）  

同
法
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
設
立
と
立
法
上
の
対
応
（
上
）・（
下
）

―
ド
イ
ツ
『
国
際
刑

法
典
』
草
案
が
日
本
に
示
唆
す
る
も
の

―
」
捜
査
研
究
六
〇
八
号
・
六
一
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
）
六
六
頁
以
下
・
六
二
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
9
）  G

esetz zum
 Röm

ischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom
 17. Juli 1998 

（IStG
H
-Statutgesetz; BG

Bl. 2000 II, 
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S. 1393

）.

（
10
）  G

esetz zur Änderung des G
rundgesetzes （Artikel 16

） vom
 29. N

ovem
ber 2000 （BG

Bl. I, S. 1633

）. 

同
改
正
に
関
し
て
詳
し
く
は
、

渡
邉
斉
志
「
最
近
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
外
国
の
立
法
二
〇
九
号
（
二
〇
〇
一
年
）
四
三
頁
を
参
照
。

（
11
）  G

esetz zur Ausführung des Röm
ischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofes vom

 17. Juli 1998 vom
 21. Juni 2002 

（BG
Bl. 2002 I, S. 2144

）.

（
12
）  
ド
イ
ツ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
実
施
法
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
Ｃ
協
力
法
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
戸
田
典
子
「
国
際
刑
事
裁
判
所
の
た
め
の
国
内
法
整
備
」
外
国
の

立
法
二
一
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
一
七
―
一
二
〇
頁
を
参
照
。

（
13
）  G

esetz zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuches vom
 26. Juni 2002 （BG

Bl. 2002 I, S. 2254

）. 

国
際
刑
法
典
導
入
法
に
よ
る
そ

の
他
の
重
要
な
改
正
点
と
し
て
は
、
検
察
官
の
訴
追
裁
量
に
関
す
る
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
ｆ
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
国
際
刑
法

典
導
入
法
第
三
章
第
五
号
）。

（
14
）  

こ
れ
に
対
し
て
、（
既
存
の
）
一
般
刑
法
典
の
改
正
に
よ
っ
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
の
国
内
法
化
を
行
っ
た
締
約
国
の
例
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び

ス
イ
ス
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
者
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
増
田
隆
「
国
際
刑
事
裁
判
所
設
置

―
国
際
刑
事
裁
判
所
の
設
置
へ
の
刑
法
典
の
適
応
に

関
す
る
二
〇
一
〇
年
八
月
九
日
の
法
律
第
九
三
〇
号
」
日
仏
法
学
二
六
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
〇
四
頁
以
下
を
参
照
。
後
者
に
関
し
て
詳
し
く
は
、

久
保
田
隆
「
ス
イ
ス
に
お
け
る
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
の
国
内
法
化

―
ス
イ
ス
刑
法
典
・
軍
刑
法
二
〇
一
〇
年
改
正
を
中
心
に

―
」
法
学
政

治
学
論
究
九
九
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
六
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
15
）  BT-D

rucks. 14/8524, S. 14.

（
16
）  

横
濱
和
弥
「
国
際
刑
法
に
お
け
る
『
上
官
責
任
』
と
そ
の
国
内
法
化
の
態
様
に
関
す
る
一
考
察

―
ド
イ
ツ
『
国
際
刑
法
典
』
を
素
材
と
し 

て

―
」
法
学
政
治
学
論
究
九
七
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
〇
一
頁
以
下
（
特
に
、
三
一
六
―
三
一
八
頁
）
参
照
。

（
17
）  

二
〇
一
二
年
三
月
一
四
日
・
一
五
日
に
は
侵
略
犯
罪
（
の
国
内
法
化
）
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
ベ
ル
リ
ン
の
連
邦
司
法
省
に
て

―
ド
イ

ツ
語
圏
各
国
の
識
者
を
招
い
て

―
開
催
さ
れ
、
偶
然
に
も
ド
イ
ツ
滞
在
中
で
あ
っ
た
筆
者
も
傍
聴
す
る
機
会
を
得
た
。

（
18
）  Thom

as W
eigend, 

§ 2 V
StG

B, in: W
olfgang Joecks/Klaus M

iebach 

（H
rsg.

）, M
ünchener Kom

m
entar zum

 Strafgesetzbuch, 
Bd. 8 N

ebenstrafrecht III Völkerstrafgesetzbuch, 2. Aufl., M
ünchen 2013, Rn. 4 

（S. 1032 f.

） m
. w. N. 

（im
 Folgenden: M

üKo-
StG

B
2/Verf. 

§ ... V
StG

B Rn ...

）.

（
19
）  BT-D

rucks. 14/8524, S. 13.
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（
20
）  

例
え
ば
、
国
際
刑
法
典
九
条
一
項
（
略
奪
に
よ
る
戦
争
犯
罪
）
の
事
案
で
暴
行
が
用
い
ら
れ
た
場
合
に
は
、
刑
法
典
二
四
九
条
（
強
盗
罪
）
の

構
成
要
件
に
も
該
当
す
る
。

（
21
）  

例
え
ば
、
公
正
な
戦
争
遂
行
が
主
た
る
保
護
法
益
で
あ
る
国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
四
号
（「
人
間
の
盾
」
の
使
用
に
よ
る
戦
争
犯
罪
）
と
、

人
の
自
由
意
思
を
（
も
）
保
護
す
る
刑
法
典
二
三
九
条
ｂ
（
人
質
強
要
罪
）
ま
た
は
二
四
〇
条
（
強
要
罪
）
と
の
競
合
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
22
）  M

üKoStG
B

2/W
eigend, 

§ 2 V
StG

B Rn. 7 （S. 1034

） m
. w. N.

（
23
）  
例
え
ば
、
文
民
た
る
住
民
に
対
す
る
攻
撃
の
一
環
と
し
て
殺
害
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
謀
殺
罪
（
刑
法
典
二
一
一
条
）
な
ど
は
成
立
せ

ず
、
人
道
に
対
す
る
犯
罪
（
国
際
刑
法
典
七
条
）
だ
け
が
成
立
す
る
。

（
24
）  M

üKoStG
B

2/W
eigend 

§ 2 V
StG

B Rn. 7 （S. 1034

） m
. w. N.

（
25
）  BT-D

rucks. 14/8524, S. 13.

（
26
）  

裁
判
所
構
成
法
（G

erichtsverfassungsgesetz

）
一
四
二
条
ａ
第
一
項
お
よ
び
同
法
一
二
〇
条
一
項
八
号
に
基
づ
き
、
国
際
刑
法
典
所
定
の

犯
罪
に
つ
い
て
の
捜
査
を
所
管
す
る
。

（
27
）  M

üKoStG
B

2/Kai A
m
bos 

§§ 8 ff. V
StG

B Rn. 17 （S. 1190

）.

（
28
）  D

er G
eneralbundesanwalt beim

 Bundesgerichtshof （im
 Folgenden: G

BA

）, Einstellungsverm
erk, 3 BJs 6/10-4 v. 16.4.2010.

（
29
）  

二
〇
〇
一
年
一
二
月
二
〇
日
採
択
の
国
連
安
保
理
決
議
一
三
八
六
号
に
よ
り
設
立
。

（
30
）  

二
〇
一
〇
年
八
月
二
四
日
ド
イ
ツ
連
邦
国
防
省
報
道
・
情
報
部
「
概
説
：
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
兵
士
の
権
限
」（http://w

w
w.

bundesw
ehr.de/portal/a/bw

de/!ut/p/c4/D
cpBEkAw

DAXQ
s7hAsrdzC-zS9qsM

w
jTFjN

PrvO
3jm

RuTR7N
U
PU

12H
nm

K2oeXw
pt

AU
H
N
B_U

CH
urcBI3V

ZKO
G
uH

leU
AK1FM

gU
sd7aW

w
N
c2dD

_spxO
g/

）
参
照
（
二
〇
一
四
年
三
月
一
八
日
最
終
閲
覧
）。

（
31
）  

二
〇
一
三
年
一
〇
月
八
日
ド
イ
ツ
連
邦
国
防
軍
「
連
邦
軍
の
主
な
活
動
：
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
北
部
の
支
援
」（http://w

w
w.bundesw

ehr.de/
portal/a/bw

de/!ut/p/c4/D
crBDYA

gD
ED

R
W

V
ygvX

tzC
_V

W
oG

IjV
kO

LJk4v-aeX
fFyxp_R

IJpdLqeC
M

S5Q
xvBD

exM
C
i 

Ruw
fw

ylm
_W

AFM
dogcXO

LO
9fA4pU

ydD
T_m

qYgJTXN
eB_T8APxTd3l/

）
参
照
（
二
〇
一
四
年
三
月
一
八
日
最
終
閲
覧
）。

（
32
）  

本
事
案
の
概
要
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
国
防
委
員
会
第
一
調
査
委
員
会
に
よ
る
勧
告
お
よ
び
最
終
報
告
（BT-D

rucks. 
17/7400

）
を
参
照
。

（
33
）  

本
件
で
は
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
軍
所
属
の
曹
長
（H

auptfeldw
ebel

）
に
対
す
る
捜
査
も
行
わ
れ
て
い
た
が
、
本
件
捜
査
打
切
決
定
で
は
固

有
の
検
討
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
割
愛
す
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
人
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
対
し
て
は
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
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で
は
何
ら
の
刑
事
手
続
も
開
始
さ
れ
て
い
な
い
。

（
34
）  G

BA
, Presseerklärung 8/2010 vom

 19. 4. 2010.
（
35
）  O

LG
 D

üsseldorf Beschl. v. 16.2.2011 ‒ III-5 StS 6/10.
（
36
）  Kai A

m
bos, Fälle zum

 internationalen Strafrecht, M
ünchen 2010, S. 79 Rn. 42.

（
37
）  
こ
の
点
に
関
し
て
詳
し
く
は
、M

üKoStG
B

2/A
ndreas Zim

m
erm

ann/Robin G
eiß 

§ 8 V
StG

B Rn. 61 （S. 1226 f.

） 

を
参
照
。

（
38
）  G

BA
, a. a. O. （Fn. 28

）, S. 42.

（
39
）  Christoph Safferling/Stefan Kirsch, D

ie Strafbarkeit von Bundesw
ehrangehörigen bei Auslandseinsätzen: Afghanistan ist 

kein rechtsfreier Raum
, Juristische Arbeitsblätter 2/2010, S. 83.

（
40
）  

（
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
す
る
）
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
二
追
加
議
定
書
一
三
条
三
項
に
も
同
様
の
規
定
が
あ
る
。

（
41
）  G

BA
, a. a. O. （Fn. 28

）, S. 50 f.

（
42
）  Safferling/Kirsch, a. a. O. （Fn. 39

）, S. 83 f.

（
43
）  Zustim

m
end M

üKoStG
B

2/Zim
m
erm

ann/G
eiß 

§ 8 V
StG

B Rn. 92 （S. 1232

）.

（
44
）  

同
原
則
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
藤
田
久
一
『
新
版　

国
際
人
道
法
〔
再
増
補
〕』
有
信
堂
高
文
社
（
二
〇
〇
三
年
）
一
一
〇
―
一
一
二
頁
な
ど

を
参
照
。

（
45
）  M

üKoStG
B

2/Knut D
örm

ann 

§ 11 V
StG

B Rn. 28 （S. 1311

）.

（
46
）  M

üKoStG
B

2/D
örm

ann 

§ 11 V
StG

B Rn. 29 （S. 1311 f.

）.

（
47
）  G

BA
, a. a. O. （Fn. 28

）, S. 51. Zustim
m
end Safferling/Kirsch, a. a. O. （Fn. 39

）, S. 84.

（
48
）  A

m
bos, a. a. O. （Fn. 36

）, S. 73 Fn. 22 f.

（
49
）  H

elm
ut G

ropengießer/H
elm

ut Kreicker, G
rundlagen der Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen in D

eutschland, in: 
Albin Eser/H

elm
ut Kreicker 

（H
rsg.

）, N
ationale Strafverfolgung völkerrechtlicher Verbrechen, Freiburg im

 Breisgau 2003, S. 
180 ﹇G

ropengießer

﹈.

（
50
）  

同
原
則
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
稲
角
光
恵
「
文
民
の
保
護
」
村
瀬
信
也
＝
真
山
全
〔
編
〕『
武
力
紛
争
の
国
際
法
』
東
信
堂
（
二
〇
〇
四
年
）

所
収
五
四
五
―
五
四
七
頁
な
ど
を
参
照
。

（
51
）  M

üKoStG
B

2/D
örm

ann 

§ 11 V
StG

B Rn. 79 （S. 1325

）.
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（
52
）  

「
軍
事
的
手
段
」
の
要
件
に
関
し
て
詳
し
く
は
、M

üKoStG
B

2/D
örm

ann 

§ 11 V
StG

B Rn. 30 （S. 1312

） m
. w. N. 

を
参
照
。

（
53
）  G

BA
, a. a. O. （Fn. 28

）, S. 45.
（
54
）  M

üKoStG
B

2/D
örm

ann 

§ 11 V
StG

B Rn. 81 （S. 1325

）.
（
55
）  Safferling/Kirsch, a. a. O. （Fn. 39

）, S. 84.
（
56
）  A

m
bos, a. a. O. （Fn. 36

）, S. 74 （Rn. 26

）.

（
57
）  
な
お
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
無
差
別
攻
撃
に
関
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
五
一
条
五
項
⒝
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
八
条

二
項
⒝
ⅳ
で
は
、「
均
衡
性
を
欠
く
」
と
い
う
文
言
で
は
な
く
、
前
者
で
は
「
過
度
」（excessive

）、
後
者
で
は
「
明
ら
か
に
過
度
」（clearly 

excessive
）
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
文
言
の
差
異
に
関
し
て
詳
し
く
は
、M

üKoStG
B

2/D
örm

ann 

§ 11 V
StG

B 
Rn. 90 （S. 1327 f.

） m
. w. N. 

を
参
照
。

（
58
）  M

üKoStG
B

2/D
örm

ann 

§ 11 V
StG

B Rn. 90 （S. 1327 f.

）.

（
59
）  V

gl. z. B. Safferling/Kirsch, a. a. O. 

（Fn. 39

）, S. 84; D
avid D

iehl, Tanklasterbeschuss auf Befehl eines deutschen ISAF-
Kom

m
andeurs m

it fatalen Folgen, H
um

anitäres Völkerrecht ‒ Inform
ationsschriften 1/2010, S. 19 f.

（
60
）  

こ
の
点
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
二
追
加
議
定
書
一
三
条
一
項
（
文
民
の
一
般
的
保
護
）
に
基
づ
き
、
同
第
一
追
加
議
定
書
五
七
条
一
項
（
文

民
に
対
す
る
事
前
警
告
）
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
も
援
用
さ
れ
う
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。A

m
bos, a. a. O. （Fn. 36

）, S. 75 Fn. 27.

（
61
）  Safferling/Kirsch, a. a. O. （Fn. 39
）, S. 84.

（
62
）  BT-D

rucks. 14/8524, S. 34.

（
63
）  M

üKoStG
B

2/D
örm

ann 

§ 11 V
StG

B Rn. 95 （S. 1329

）.

（
64
）  M

üKoStG
B

2/D
örm

ann 

§ 11 V
StG

B Rn. 94 （S. 1329
） m

. w. N.

（
65
）  G

BA
, a. a. O. （Fn. 28

）, S. 46 -50.

（
66
）  G
eorg D

ahm
, Verbrechen und Tatbestand, in: D

ahm
 u. a. （H

rsg.

）, G
rundfragen der neuen Rechtsw

issenschaft, Berlin 1935, 
S. 62 ff.

（
67
）  Till Zim

m
erm

ann, Rettungstötungen, Baden-Baden 2009, S. 358 -360 u. a.

（
68
）  Safferling/Kirsch, a. a. O. （Fn. 39

）, S. 85 Fn. 61.

（
69
）  G

BA
, a. a. O. （Fn. 28

）, S. 54 f.
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（
70
）  G

BA
, a. a. O. （Fn. 28

）, S. 58.

（
71
）  G

BA
, a. a. O. （Fn. 28

）, S. 59-69.
（
72
）  G

BA
, a. a. O. （Fn. 28

）, S. 64 f.
（
73
）  G

BA
, a. a. O. 

（Fn. 28

）, S. 66. 

こ
れ
に
対
し
て
、
軍
事
的
利
益
と
付
随
的
損
害
と
が
不
均
衡
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、

Kai A
m
bos, Afghanistan-Einsatz der Bundesw

ehr und Völker

（straf

）recht, N
eue Juristische W

ochenschrift 24/2010, S. 1727

を

参
照
。 

（
74
）  A

m
bos, a. a. O. 

（Fn. 73

）, S. 1725 ff.; D
enis Basak, Luftangriffe und Strafrechtsdogm

atik ‒ zum
 system

atischen Verhältnis 
von V

StG
B und StG

B ‒ eine G
egenrede （Erw

iderung auf H
ertel H

RRS 2010, 339 ff.

）, O
nlinezeitschrift für H

öchstrichterliche 
Rechtsprechung zum

 Strafrecht （H
RRS

） 11/2010, S. 513 ff.; G
ropengießer/Kreicker, a. a. O. （Fn. 49

）, S. 79, 399 f. ﹇Kreicker

﹈; 
Bernd M

üssig/Frank M
eyer, Zur strafrechtlichen Verantw

ortlichkeit von Bundesw
ehrsoldaten in bew

affneten Konflikten, in: 
Paeffgen u. a. （H

rsg.
）, Strafrechtsw

issenschaft als Analyse und Konstruktion. Festschrift für Ingeborg Puppe zum
 70. G

ebuts-
tag, Berlin 2011, S. 1501 ff.; Rainer Keller, D

as Völkerstrafgesetzbuch in der praktischen Anw
endung: Eine kritische Bestands- 

aufnahm
e, in: Florian Jeßberger/Julia G

eneuss 

（H
rsg.

）, Zehn Jahre Völkerstrafgesetzbuch. Bilanz und Perspektiven eines 
„deutschen Völkerstrafrechts

“, Baden-Baden 2013, S. 141 ff.; D
om

inik Steiger/Jelena Bäum
ler, D

ie strafrechtliche Verant-
w
ortlichkeit deutscher Soldaten bei Auslandseinsätzen. An der Schnittstelle von Strafrecht und Völkerrecht, Archiv des Völker- 

rechts 48 （2010

）, S. 189 ff.

（
75
）  

杉
原
高
嶺
『
国
際
法
学
講
義
〔
第
二
版
〕』
有
斐
閣
（
二
〇
一
三
年
）
六
四
三
―
六
四
四
頁
参
照
。

（
76
）  H

elm
ut Frister/M

arcus Korte/Claus Kreß, D
ie strafrechtliche Rechtfertigung m

ilitärischer G
ew

alt in Auslandseinsätzen auf 
der G

rundlage eines M
andats der Vereinten N

ationen, Juristen Zeitung 1/2010, S. 10 ff.

（
77
）  Till Zim

m
erm

ann, G
ilt das StG

B auch im
 Krieg? Zum

 Verhältnis der 

§§ 8-12 V
StG

B zum
 Besonderen Teil des StG

B, G
olt-

dam
m
er

’s Archiv für Strafrecht 9/2010, S. 511.

（
78
）  Rudolf Rengier, Strafrecht Allgem

einer Teil, 5. Aufl., M
ünchen 2013, 

§ 17 Rn. 3 （S. 135-136

）.

（
79
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 77

）, S. 507 ff.; Florian H
ertel, Soldaten als M

örder? ‒ D
as Verhältnis von V

StG
B und StG

B an-
hand des Kundus-Bom

bardem
ents, H

RRS 7-8/2010, S. 339 ff.; Christian Richter, Tödliche m
ilitärische G

ew
alt und strafrecht-
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liche Verantw
ortung. Anm

erkungen zum
 Einstellungsbeschluss der G

eneralbundesanw
altschaft, H

RRS 1/2012, S. 28 ff.

（
80
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 77

）, S. 512 f.
（
81
）  

例
え
ば
、
本
事
案
で
問
題
と
な
っ
た
国
際
刑
法
典
一
一
条
一
項
三
号
で
は
三
年
以
上
の
自
由
刑
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
刑
法
典
二

一
一
条
（
謀
殺
罪
）
で
は
終
身
自
由
刑
の
み
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
先
述
の
と
お
り
、
国
際
刑
法
典
上
の
戦
争
犯
罪
に
は
加
重
類
型

が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
法
定
刑
の
軽
重
に
つ
い
て
は
、
よ
り
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
82
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 77

）, S. 513 Fn. 42.

（
83
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 77

）, S. 513.

（
84
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 77

）, S. 513.

（
85
）  Zim

m
erm

ann, a. a. O. （Fn. 77

）, S. 513-515.

（
86
）  Keller, a. a. O. （Fn. 74
）, S. 153 f.

（
87
）  

芦
部
信
喜
〔
著
〕
＝
高
橋
和
之
〔
補
訂
〕『
憲
法　

第
五
版
』
岩
波
書
店
（
二
〇
一
一
年
）
一
三
頁
、
樋
口
陽
一
＝
佐
藤
幸
治
＝
中
村
睦
男
＝

浦
部
法
穂
『
注
釈
法
律
学
全
集
４　

憲
法
Ⅳ
〔
第
七
六
条
〜
第
一
〇
三
条
〕』
青
林
書
院
（
二
〇
〇
四
年
）
三
四
八
頁
〔
佐
藤
幸
治
〕
な
ど
参
照
。

（
88
）  

井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
八
年
）
三
一
二
―
三
一
六
頁
参
照
。

（
追
記
）
本
稿
は
、
文
部
科
学
省
「
卓
越
し
た
大
学
院
拠
点
形
成
支
援
補
助
金
『
市
民
社
会
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
教
育
研
究
拠
点
』」
に
よ
る
支
援

の
も
と
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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久
保
田
　
隆
（
く
ぼ
た　

た
か
し
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

日
本
刑
法
学
会
、
国
際
人
権
法
学
会

専
攻
領
域　
　

刑
法
、
国
際
刑
法

主
要
著
作　
　

 「
ス
イ
ス
に
お
け
る
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
の
国
内
法
化

―
ス
イ
ス
刑
法
典
・
軍
刑

法
二
〇
一
〇
年
改
正
を
中
心
に

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
九
号
（
二
〇
一
三

年
）


